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平成26年11月26日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第２号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第４号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第８号 都市公園条例の一部を改正する

条例

○議案第９号 工事請負契約の変更について

○議案第10号 財産の処分について

○議案第22号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第23号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第24号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第26号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第34号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について（別紙２）

○請願第58号 カジノ合法化に反対し宮崎県に

誘致しない決議を求める請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・県内経済の概況について

・平成２６年度の企業立地の状況について

・宮崎県観光振興条例（仮称）の骨子等につい

て

・宮崎県観光振興計画（仮称）の骨子案につい

て

・地域維持型契約に係る入札の実施について

出席委員（８人）

委 員 長 岩 下 斌 彦

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 中 野 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 安 井 伸 二

調 整 審 査 課 長 川 越 道 郎

商工観光労働部

商工観光労働部長 茂 雄 二

商工観光労働部次長 梅 原 裕 二

企業立地推進局長 川 野 美奈子

観光物産･東アジア戦略局長 金 子 洋 士

部参事兼商工政策課長 田 中 保 通

金 融 対 策 室 長 川 畑 充 代

産 業 振 興 課 長 佐 野 詔 藏

産業集積推進室長 冨 山 幸 子

平成26年11月26日(水)
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労 働 政 策 課 長 久 松 弘 幸

地域雇用対策室長 福 嶋 清 美

企 業 立 地 課 長 津 曲 睦 己

観 光 推 進 課 長 孫 田 英 美

記紀編さん記念事業推進室長 松 浦 直 康

オールみやざき営業課長 日 下 雄 介

工業技術センター所長 古 賀 孝 士

食品開発センター所長 森 下 敏 朗

県立産業技術専門校長 田 村 吉 彦

県土整備部

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

県土整備部次長
鈴 木 一 郎

（ 総 括 ）

県土整備部次長
坂 元 政 嗣

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
東 憲之介

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 直 原 史 明

部参事兼管理課長 福 嶋 幸 徳

用 地 対 策 課 長 林 睦 朗

部参事兼技術企画課長 髙 橋 利 典

工 事 検 査 課 長 永 野 広

道 路 建 設 課 長 大 坪 憲 男

道 路 保 全 課 長 馴 松 義 昭

河 川 課 長 大 谷 睦 彦

ダ ム 対 策 監 秋 山 克 則

砂 防 課 長 土 屋 喜 弘

港 湾 課 長 蓑 方 公

空 港 ・ ポ ー ト
川 野 福 一

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 瀬戸長 秀 美

建 築 住 宅 課 長 森 山 福 一

営 繕 課 長 上別府 智

施設保全対策監 山 下 幸 秀

高速道対策局次長 原 拓 実

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

○岩下委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時58分休憩

午前９時59分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○安井労働委員会事務局長 おはようございま

す。労働委員会事務局でございます。

それでは、当事務局の平成26年度11月補正予

算案について御説明をいたします。

予算の内容は、この説明資料の34号に、271ペ

ージから275ページに掲載してありますけれど

も、説明のほうは、お手元の２枚つづりの常任

委員会資料でさせていただきます。

資料の１ページをお開きください。よろしい

でしょうか。１ページ目が、当事務局全体の補

正予算案を示したものになっております。２ペ

ージ目は、そのうちの人件費を示す様式という

ふうになっておりますが、今回お願いしており
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ますのは、議案第34号に係る人件費のみでござ

いますので、１ページも２ページも内容的に同

じものになっております。

この議案第34号ですけれども、人事委員会勧

告に基づく職員の給与改定に伴う人件費の補正

であります。この給与改定に伴い必要となりま

す人件費の所要額を計上させていただいており

ます。

主な補正の内容ですけれども、給料等の月例

給が0.24％の引き上げ、それから、特別給であ

る勤勉手当が0.15月の引き上げとなっておりま

す。

この結果でございますけれども、１ページの

一番下の欄を見ていただきますと、労働委員会

事務局におきましては、73万6,000円の補正額と

なりまして、補正後の額は１億1,526万円となり

ます。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

○岩下委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終了いたしました。

議案について質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 その他で何かありませんか。

○中野委員 73万6,000円、何人に対して、１人

どれぐらい上がった。

○安井労働委員会事務局長 事務局９名分でご

ざいますので、平均すると、そういう金額にな

ります。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、以上をもって労働委

員会事務局を終了いたします。執行部の皆様、

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○茂商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部でございます。

さて、本日は、お配りしております常任委員

会資料の目次にありますとおり、平成26年11月

定例県議会提出議案、平成26年11月定例県議会

提出報告書及びその他報告事項について御説明

いたします。

資料の１ページをごらんください。今回提出

しております商工観光労働部関係議案の概要で

あります。

議案第２号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、県営えびの高原スポー

ツレクリエーション施設、いわゆる、えびの高

原スケート場でありますが、施設の改修に伴い

まして、アイスホッケーなど競技団体等の専用

使用が見込まれますことから、関係使用料の新

設を行うものであります。

次に、議案第４号「公の施設に関する条例の

一部を改正する条例」は、同じく、えびの高原

スケート場の専用使用に係る利用料金につきま

して、指定管理者に収受させることができる上

限額を新設するものであります。

次に、議案第34号「平成26年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」は、人事委員会勧告に基

づく職員の給与改定等に伴う人件費の補正をお

願いするものであります。

商工観光労働部の一般関係歳出につきまして
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は、表の一番下の左側から、補正前の額442

億7,620万円に補正額1,661万3,000円を増額し、

補正後の額が442億9,281万3,000円となります。

議案の概要は以上でございます。

表紙に戻っていただきまして、提出報告書及

びその他報告事項につきましては、目次のとお

りでございます。

詳細につきましては、担当課長からそれぞれ

御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

○孫田観光推進課長 観光推進課でございます。

観光推進課では、議案第２号「使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」、議案第４

号「公の施設に関する条例の一部を改正する条

例」の２件について御説明いたします。

まず、議案第２号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてであります。

議案書では11ページに記載しておりますが、概

要につきまして、常任委員会資料で説明させて

いただきます。委員会資料の２ページをごらん

ください。

まず、１の今回改正する使用料の名称であり

ますが、えびの高原スポーツレクリエーション

施設使用料であります。

次に、２の改正の理由でありますが、今年度

のスケート場の改修により、アイスホッケー競

技の利用が可能となり、今後、競技団体からの

専用による使用が見込まれますことから、専用

使用に係る使用料の額を新たに定めるものであ

ります。

３の改正の内容であります。（１）新たに定め

る専用使用の使用料の額につきましては、まず、

インラインスケート場が、高等学校及び中学校

の生徒並びに小学校児童の団体については4,345

円、その他の団体が5,430円、アイススケート場

については、高等学校及び中学校の生徒並びに

小学校児童の団体が8,690円、その他の団体が１

万865円としております。

また、（２）ですが、条例適用に当たっての用

語の定義を明確にするため、備考欄に説明を追

加しております。

最後に、４、施行期日は、公布の日としてお

ります。

続きまして、議案第４号「公の施設に関する

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

議案書では17ページに記載しておりますが、

こちらも常任委員会資料で概要を説明させてい

ただきます。委員会資料の３ページをごらんい

ただきたいと思います。

まず、１の公の施設の名称でありますが、県

営えびの高原スポーツレクリエーション施設で

あります。

次に、２の改正の理由でありますが、先ほど

と同じく、専用使用が見込まれますことから、

専用使用に係る利用料金の基準額を新たに定め

るものであります。

３の改正の内容につきましても、先ほど御説

明いたしました内容と同じく、表に記載してお

ります金額を上限とした金額を新設し、備考欄

に用語の説明を追加しております。

最後に、施行期日は、公布の日としておりま

す。

説明は以上であります。

○田中商工政策課長 委員会資料の４ページを

ごらんください。議案第34号について、私から

一括して御説明いたします。

議案第34号は、人事委員会勧告に基づく職員

の給与改定等に伴う人件費の補正であります。
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主な補正の内容としましては、給料等の月例給

の平均0.24％引き上げ、特別給である勤勉手当

の0.15月引き上げであり、この結果、商工観光

労働部の補正額は1,661万3,000円となります。

説明は以上であります。

○岩下委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

まず、議案について質疑はありませんか。

○中野委員 スケート場の、アイスホッケーと

か競技団体はどういうとこが見込まれる。

○孫田観光推進課長 宮崎県内及び鹿児島県に

あるアイスホッケーやスピードスケート競技団

体の使用を想定しております。宮崎県ですと、

宮崎県アイスホッケー連盟、鹿児島県にはアイ

ススケート連盟、アイスホッケー連盟といった

ものがございますので、そちらのほうが御利用

になるかと思っております。既に、鹿児島県の

アイスホッケー連盟のほうからは、ぜひ使いた

いというお話が来ております。

○中野委員 今まで宮崎のスケート協会なんて、

練習はどこでしよったんですか。市内、宮崎に

は練習するとこはあそこしかないよね。

○孫田観光推進課長 県内、以前は宮交シティ

のところにスケート場がございましたけれども、

あれがもうなくなりましたので、今県内でやれ

るところといえば、えびの高原だけになるかと

思いますが。オフシーズンはローラースケート

なり何なり、いろんなやり方で練習をされてい

ると思っております。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 やはり同じところで。これは専用

ですから、結果的には、人数は何人でもいいと

いうことですか。

○孫田観光推進課長 時間で全体をお貸しする

という形になりますので、特に何人という定め

はございません。

○宮原委員 あと一点は、専用されている場合

は、別の人は全然使えないということですよね。

○孫田観光推進課長 専用使用ということです

ので、これは通常の営業時間とは違う時間で、

早朝なり、夕方といったものを御利用いただく

ということで考えております。

○宮原委員 なるほど。わかりました。

○外山委員 基礎的なことをちょっとお聞きし

ますが、インラインスケート場それからアイス

スケート場、これはどこが違うんですか。

○孫田観光推進課長 インラインスケートとい

いますのは氷の上ではなくて、かたい舗装面の

上を滑る。昔はローラースケートで車輪がつい

ておりましたけど、あれが縦一直線に並んだよ

うな形のスケート場を夏季の間、アイススケー

トでない時期はインラインスケート場として御

利用いただくというような形で考えております。

○外山委員 この使用料の金額、4,345円と5,430

円、それからアイススケートが8,690円、その他

の団体が１万865円、これの根拠。例えば4,345

円って何からこういう金額が出てきておるんで

すか。

○孫田観光推進課長 こちらは１時間当たりの

経費ということで、電気料、水銀灯の使用料、

冷凍機といったものの、それぞれの電気の単価

と時間を掛け合わせたもの、あるいはＬＰガス

で動いております整氷車を動かす場合の必要な

ものといった、あるいは、通常時間帯以外に作

業が生じますので、その分の人件費といったも

のを積算して計算を出しております。

○外山委員 ちなみに個人の使用料、アイスス

ケート場の場合は幾らになってるんですか。

○孫田観光推進課長 通常のアイススケートを

される場合には、1,020円という料金設定になっ
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ております。

○外山委員 わかりました。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、執行部の説明が終了

いたしました。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

○佐野産業振興課長 それでは、産業振興課か

ら議会提出報告書関係分について御説明いたし

ます。

委員会資料の６ページをお開きください。

損害賠償額を定めたことについてでございま

す。

この事案は、県有車両による交通事故の損害

賠償であります。具体的には、ことし８月６日

に県庁外来第２駐車場におきまして、職員が公

用車を駐車しようとした際に、隣のスペースに

駐車してありました無人の車両に接触し、損傷

を与えた事案で、この物件損害について和解契

約を締結したものであります。

損害賠償額は25万959円、専決年月日は、平成26

年10月16日でありまして、全額が損害賠償保険

から支払われております。

交通事故の防止につきましては、日ごろから

職員に対し注意を喚起しているところでありま

すが、今後とも、その徹底を図ってまいりたい

と考えております。

産業振興課からは以上でございます。

○岩下委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○中野委員 この福岡の車両はどこの。事務所

の車。

○佐野産業振興課長 相手方のお住まいが福岡

でして、事故を起こした車は公用車ということ

です。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○田中商工政策課長 常任委員会資料の７ペー

ジをお開きください。

県内経済の概況について御説明いたします。

まず、１の総論でありますが、下のほうの表

の一番右、これは国の月例経済報告であります

けれども、消費の足踏みや生産活動の減少等に

よりまして、このところ基調判断を引き下げて

いるとこであります。

なお、昨日、今月分が発表されましたが、基

調判断は据え置きで、10月と同じく緩やかな回

復基調となっております。

一方、本県におきましては、ほぼ横ばいであ

りまして、全体としては持ち直しの動きが継続

しておりますが、円安による原材料費の高騰等

もあり、その影響を注視していく必要があると

考えております。

８ページをごらんください。

（１）の県内大型小売店の販売額ですが、消

費税率引き上げ後、駆け込み需要の反動が続い

ておりましたが、８月及び９月は前年同期比で

プラスとなっております。

しかし、まだデータは出ておりませんが、10

月は週末に台風が２週連続で襲来しておりまし

て、その影響がどうだったのか、懸念されると

ころでございます。

（２）の乗用車販売台数ですが、昨年後半か

ら本年３月までは前年同期を上回っておりまし

たが、７月以降はマイナスで推移をしておりま

す。

９ページをお開きください。

観光ですが、宮崎市内の主要ホテル・旅館宿



- 7 -

平成26年11月26日(水)

泊客数は、本年４月以降、交通費等の値上がり

や台風の影響等でおおむねマイナスとなってお

りましたけれども、９月及び10月は、学会など

のコンベンション等の開催の影響もあり、２カ

月連続でプラスと改善の動きも見られるところ

であります。

（４）の製造業の生産では、全体の鉱工業生

産指数、ちょうど100あたりを推移しております

四角の点で結ばれたグラフですけれども、横ば

いの動きとなっているところでございます。

10ページをごらんください。

（５）の雇用情勢ですが、アの有効求人倍率

は、９月は0.93倍で前月を下回ったものの、医

療・福祉を中心に新規求人が高い水準でありま

して、持ち直しの動きが続いております。

また、イは、ハローワークで捕捉できない雇

用情勢を把握するために、県内の民間有料職業

紹介事業者等にアンケート調査を行ったもので

あります。

表の上の欄、求人数については、７～９月期

の実績並びに10～12月期の予想ともに増加とい

うところが最も多くなっております。

一方、下の欄、求職者数は、７～９月期の実

績並びに10～12月期の予想とも減少というとこ

ろが多くなっております。

各事業所からは、介護福祉業での人材不足が

深刻化している、事務職希望者は多いがスキル

面が不足している、人材不足感が高まっている

ため、採用条件緩和が進み、中途の採用機会は

ふえていくのではないかとの声が聞かれたとこ

ろでございます。

以上、県内経済の概況について御説明しまし

たが、現在、政府において経済対策等も検討さ

れているところでありますので、その状況も注

視してまいりたいと考えております。

○津曲企業立地課長 企業立地課でございます。

引き続き、今年度の企業立地の状況につきまし

て御説明をいたします。

資料11ページでございます。

まず、１、今年度の立地状況でございます。

本日現在の立地件数は26です。うち県外から本

県に新たに進出いただいた企業は７件ございま

す。次の最終雇用予定者数でありますが、立地

された会社規模を御説明するため、それぞれの

企業さんに当初の雇用人数に加え、おおむね５

年ぐらい先を目標にどのくらいの規模を目指す

のかという今後の雇用計画をつくっていただい

ております。その最終人数を最終雇用予定者数

として発表しておりますが、この26件の合計

は1,008人となっております。

次に、２の業種ごとの内訳でございますが、

製造業が18件、うち県外新規が４件、情報サー

ビス産業８件のうち、県外新規は３件となって

おります。

なお、製造業18件のうち６件が、いわゆる、

フードビジネス関連産業でございます。

３の表は、平成22年度から26年度まで最近５

年間の立地件数、最終雇用予定者数の一覧でご

ざいますが、合計の欄をごらんいただきます

と、153件、うち県外新規が39件、最終の雇用予

定者数が6,193人となっております。

４に、次のページまでまたがっておりますが、

今年度立地をされた企業の一覧であります。こ

の表の見方でございますけど、左から、今年度

の通し番号、企業名、業種、それから立地予定

の市町村名、雇用予定者数であります。それか

ら、主な事業内容を記載しております。

中ほど、雇用予定者数の欄、数字が２列ござ

いますが、左側の数字が当初の雇用人数、右側

の括弧内の数字が最終の雇用予定者数となって
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おります。

また、左側の欄に通し番号を打ってあるとこ

ろに、数字に丸印がついてるものがございます。

この丸数字は、県外からの新規立地を表示して

おり、都合７件ございますが、例えば、⑤番、

丸栄工業、これは業種は製造業、進出先は宮崎

市、当初は８名でスタートし、最終的には24人

の雇用を計画をされております。事業内容は、

自動車用部品の切削加工等を行われます。

今後とも、県民の皆様の働く場の確保のため

積極的に取り組んでまいりますので、よろしく

お願いします。

企業立地課は以上でございます。

○孫田観光推進課長 それでは、宮崎県観光振

興条例（仮称）の骨子等について御説明いたし

たいと思います。資料の13ページをごらんいた

だきたいと思います。

４月の常任委員会で、観光振興条例制定の考

え方等について御説明いたしたところでござい

ますけれども、本日は条例の骨子等について説

明させていただきまして、その後、後日、パブ

リックコメントを行いたいというふうに考えて

おります。

まず、第１の基本的な考え方についてであり

ます。ここでは、本県観光のポテンシャルや現

状、観光を取り巻く環境の変化等について整理

いたしますとともに、観光振興が地域経済の活

性化や雇用の拡大、県民が地域に誇りと愛着を

持つことができる活力に満ちた地域社会の形成

につながるといったことを記述しております。

このようなことから、本県観光の振興を県政

の重要な課題と位置づけまして、観光に携わる

さまざまな機関が連携いたして、総合的かつ計

画的に観光振興に取り組むために条例を制定す

ることとしたものでございます。

次に、第２の条例の骨子案についてでありま

す。まず、１の目的でありますが、観光振興の

基本理念や県を初め関係機関の役割等を明確に

するとともに、観光振興施策の基本事項を定め

ることにより、総合的かつ計画的に観光振興策

を行い、活力ある地域づくりや本県経済の発展、

県民生活の向上に寄与することを目的とすると

いうことにしております。

次に、２の定義でございますけれども、この

条例で用いられる用語に関しまして、観光事業

者及び観光関係団体という用語について定義づ

けしております。

３の基本理念であります。観光振興を行う上

で、県民も含めた観光に携わる全ての方々に認

識していただきたい基本理念といたしまして、

まず、観光振興の取り組みが、県民が誇りと愛

着を持つことができる豊かで活力ある地域社会

を実現する上で重要であること。次に、観光産

業が幅広い分野に関連し、本県経済の発展に大

きな役割を担うこと。３つ目として、自然環境、

景観の保全や歴史・文化遺産の保存を図ること

が重要であること。最後に、観光振興は、地域

における自主的・主体的な取り組みを尊重しつ

つも、観光に携わる全ての者が一体となって取

り組むことが重要であることの、４つを定める

こととしております。

次に、４の県の責務についてであります。こ

の条例における県の役割を「責務」という言葉

で定めることとしておりまして、観光振興に関

する施策を推進すること、及び、関係機関が相

互に連携して観光振興に取り組めるよう、総合

調整や支援を行う責務を有するということとし

ております。

次に、５の市町村の役割についてであります

が、地域の特性を生かした観光振興に関する施
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策を講ずるよう努めますとともに、県が行う観

光振興策と連携を図るよう努めることとしてお

ります。

次は、15ページをお開きいただきたいと思い

ます。

６の県民の役割についてであります。県民は、

観光振興の意義を理解し、魅力ある観光地の形

成に積極的に参画すること、及び旅行者を温か

く迎えるよう努めることとしております。

次に、７の観光事業者の役割についてであり

ますが、旅行者に快適なサービスや環境を提供

し、旅行者の満足度の向上や地域の活性化に努

めること、及び、県や市町村の行う観光施策に

協力するよう努めることとしております。

次に、８の観光関係団体の役割についてであ

りますが、観光情報の発信や旅行者の誘致、受

け入れ体制の整備等に取り組むことなどとして

おります。

９の観光振興に関する基本方針であります。

県は、ここに掲げる基本方針に基づき、観光振

興施策を立案、実施することとしておりまして、

（１）地域の神話、伝説、自然・景観、食など

を生かした魅力ある観光地づくりを促進するこ

と、（２）スポーツ施設等の充実に努め、スポー

ツイベントやキャンプ・合宿の誘致を促進する

こと、（３）国際会議、展示会その他の行事の誘

致を促進すること、（４）自然や農林水産業を活

用した体験型観光、その他の多様な観光旅行の

開拓及び普及を促進すること、（５）多様な媒体

を活用した情報発信の充実に努め、国内外から

の観光旅行者の来訪を促進すること、（６）おも

てなしの心の醸成を図るとともに、旅行者への

良質なサービスが提供されるよう、観光事業に

従事する人材の育成及び資質向上を図ること、

（７）高齢者、障がい者等を初め、全ての人々

が安全、快適に観光を楽しめる環境づくりを促

進すること、（８）交通機能の充実、町並みの整

備、自然環境・景観の保全、その他観光基盤の

整備を促進すること、（９）県または市町村を超

えた広域的な観光誘客等の取り組みを促進する

ことの、９項目を基本方針とすることとしてお

ります。

次に、10の観光振興計画の策定についてであ

ります。知事は、観光振興に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、観光振興に関

する計画を定めなければならないとして、これ

まで総合計画の分野別計画として策定してきて

おりました計画について、この条例で位置づけ

ることとしております。また、あわせて、計画

の策定手続についても定めることとしておりま

す。

次に、11の観光振興施策の実施状況の公表に

ついてでありますが、観光振興計画に基づいて

行った施策を毎年公表するものとしております。

次に、12の統計調査等についてでありますが、

県は、観光振興施策を効果的に推進するため統

計調査等を実施するものとしております。

次に、13の推進体制の整備についてでありま

す。県は、観光振興施策を推進するための体制

整備や財政上の措置を講ずるよう努めるものと

しております。

続きまして、14の審議会の設置についてであ

ります。観光審議会につきましては、現在、宮

崎県観光審議会条例でその設置等について規定

しておりますが、この条例に集約することとし

ておりまして、観光振興に係る重要事項を調査、

審議するため、観光審議会を設置することとし

ております。

17ページをお開きいただきたいと思います。

15から19までは、観光審議会の組織や任期な
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ど、条例で定めておく必要のある事項を規定す

るものであります。

最後の20の委任でありますが、この条例に定

めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項

は知事が別に定めることとしております。

宮崎県観光振興条例の骨子等については以上

であります。

次に、宮崎県観光振興計画（仮称）の骨子案

について御説明をいたします。資料19ページを

ごらんいただきたいと思います。

まず、１の計画策定に当たって、計画策定の

趣旨、計画の性格、計画期間を記載することと

しておりまして、計画期間については、観光ニ

ーズや経済情勢など観光を取り巻く環境の変化

に機動的に対応する必要があること、また、総

合計画のアクションプランとの整合性も考慮し

て、平成27年度から平成30年度までの４年間と

することとしております。

２の本県観光の現状と課題として、日本全体

の観光を取り巻く環境の変化や本県観光の現状

を分析し、課題を整理することとしております。

具体的に、（１）の観光を取り巻く環境の変化

では、人口減少、少子高齢化の進展を念頭に、

交流人口を拡大し、地域を活性化するための取

り組みが求められていることや、訪日外国人の

推移では、政府が2020年までに訪日外国人旅行

者数を倍増させることを目標に、さまざまな施

策に取り組んでいることに呼応し、本県におき

ましても、外国人誘客のための魅力ある観光地

づくりの取り組みが必要であるといったことな

どを記載することとしております。

同様に、観光ニーズ、旅行形態の変化、情報

流通ルートの多様化等につきましても分析を行

い、ニーズの変化に対応した観光プランの開発

・提案や、快適なアクセス環境の整備等の課題

を整理することとしております。

（２）の本県観光の現状と課題では、本県の

観光客の推移とその宿泊割合としまして、減少

傾向にあった観光客数が、平成24年から回復傾

向にあるものの、他県と比較した場合、宿泊客

の割合が低くなっておりまして、いかに本県に

宿泊、長期滞在してもらえるかを課題として整

理することとしております。

同様に、スポーツキャンプ、合宿の年度実績

の推移、本県の外国人宿泊客数及びコンベンショ

ン実績の推移等につきましても、その現状分析

を行い、受け入れ体制の整備や誘客・誘致の促

進等の課題を整理することとしております。

３の計画の目標と施策の基本的方向でござい

ます。計画の目標といたしまして、目標とする

姿や数値目標等を設定することとしておりまし

て、詳細な数値につきましては現在検討中であ

りますが、複数の数値目標を記載することとし

ております。

次に、施策の基本的方向といたしまして、本

県観光の現状と課題を踏まえ、世界に通用する

魅力ある観光づくり、スポーツランドみやざき

の推進、訪日外国人の誘客促進、みやざきＭＩ

ＣＥの確立、効果的な情報発信の５つを柱とし

て展開していくこととしております。その５つ

の柱を展開するために必要な取り組みを、次の

ページの４の具体的施策展開に示しております。

まず、世界に通用する魅力ある観光づくりと

いたしまして、観光資源の掘り起こしと磨き上

げ、人財、ネットワーク、推進体制づくり、快

適な受入環境の創出の３本を柱として掲げ、ま

た、そのために必要となる具体的な事業につき

ましても整理することとしております。

例えば、（１）の観光資源の掘り起こしと磨き

上げについての具体的な事業といたしましては、
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神話の活用、体験型・交流型メニューの強化・

推進、ウオーキング・トレッキングなどレジャ

ースポーツの振興などを考えております。

同様に、スポーツランドみやざきの推進、訪

日外国人の誘客促進、みやざきＭＩＣＥの確立、

効果的な情報発信についても、それぞれの視点

から必要となる事業を整理しているところであ

ります。

次に、５の計画策定の経過についてですが、

観光審議会及び観光関係団体等との意見交換会

におきまして、さまざまな御意見、御提言をい

ただいたところであります。

６の今後のスケジュールでございますが、市

町村や観光関係団体等との意見交換、観光審議

会での審議を行い、計画素案を取りまとめた段

階で常任委員会において御説明させていただき、

その後、パブリックコメントを実施し、来年度

の６月に県議会に計画案を提出させていただき

たいと考えております。

観光推進課の説明は以上でございます。

○岩下委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項について質疑はございません

か。

○中野委員 10ページの雇用、有効求人倍率の

推移。平成21年に0.39、それからこれ平成18年

かな、かなり上がっているけど。平成21年はリ

ーマンショックか。ちょっとそこ辺の説明、要

因。

○福嶋地域雇用対策室長 平成21年の0.39は、

議員御指摘のとおり、リーマンショックの影響

によるものでございます。平成20年９月にリー

マンショックが発生しまして、平成21年度、こ

れ年度計なんですけれども、この数字が大きく

落ち込んだところでございます。

○中野委員 それと、この平成18年、かなり上

がってるけど、これは何ですかね。

○福嶋地域雇用対策室長 この時期は景気が回

復傾向に向かっていた時期でありまして、その

出ばなをくじくような形でリーマンショックが

起こったということでございます。

○中野委員 それともう一つ。この表、平成25

年の１、２、３月までが24年度に入るんじゃな

いかな、違うかな。25年度の平均有効求人倍率

は。

○福嶋地域雇用対策室長 25年計の数字につい

てはちょっと調べますので、お時間をいただき

たいと思います。

○中野委員 手元になければいいけど、失業率

は今どんげなんですか。こういう金融緩和とか

の中で、失業率が気になるんだけど。

○福嶋地域雇用対策室長 10月31日に公表され

ました全国の失業率は3.6となっております。そ

れと、平成25年の年度計ですけれども、全国

が0.97倍で、本県は0.81倍となっております。

○岩下委員長 ほかに質疑ございませんか。

○中野委員 要望ですけど、よかったら、失業

率、何か一覧表があったら後でもらえんかな。

俺だけでいいかな。

○岩下委員長 ほかに質疑ございませんか。

○宮原委員 11ページと12ページのところで、

企業立地の状況ということで説明はいただいた

んですけど、こう見ると、雇用の人数の多いと

ころがコールセンターになってるんですけど、

余り給与が高い仕事ではないと聞いてるんです。

大体、最初勤め出したときの給与というのは、

平均的なもので月額どのぐらいなんでしょうか。

○津曲企業立地課長 手元に数字がないんです

が、大体、今、677円というのが最低賃金でござ

います。これをわずかに上回るもので大体募集
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がかかってる。1,000円前後というのが一番多い

みたいです。それから、正社員雇用をやってらっ

しゃるところもあり、求人票には20万円ぐらい

の給与がよく出てます。

○宮原委員 これは、男女でいったときには、

どっちかというと女性の仕事かなという気もす

るんですけど、そのあたりはどうなんでしょう。

○津曲企業立地課長 通信販売の受け付けとか

をやられるのは、女性の職場が結構多うござい

ますが、例えば、宮崎市内のデルというコンピュ

ータ会社は、ほとんど半々ぐらいでございます。

パソコンの扱い方を電話で教えるようなところ

は、男性職員も結構な数いらっしゃいます。

○宮原委員 次に、この最終雇用予定では、一

番大きいとこで見ると、ある企業は300人という

ことになりますよね。毎年コールセンターとい

うのが大きな数字で上がってくるようにも記憶

してるんですけど、大体どこも人数は確保でき

てるから次にまた出てくるというふうに判断し

ていいのか。

○津曲企業立地課長 まさにそのとおりでござ

いまして、今、宮崎市内に30余りコールセンタ

ー的なものがございますが、大体充足されてる

とお聞きしてます。一番多いところはデル、そ

れからトランスコスモスは1,000人近くいらっ

しゃいます。

○宮原委員 その1,000人という方々は、入れか

わり、やめて入ってくるとかというんじゃなく

て、割と定着してるというふうに見たほうがい

いんでしょうか。

○津曲企業立地課長 私たちもずっと追跡はし

てないんですが、トランスコスモスは、青島の

パームビーチホテルの宴会場に出てこられたの

が最初で、今12年目ぐらいでございますけど、

去年、11年勤続で表彰された方が二百何名いらっ

しゃいました。ですから、あんまり流動化され

てないんじゃないかなと。ただ、進出してこら

れる会社の中には、どこからか引き抜くぞとい

うことで出てこられるところも当然あろうかと

思ってます。

○宮原委員 ありがとうございます。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○外山委員 この観光振興計画について、ちょっ

と私の意見を言いたいんですが。知事がこの前、

政策集をつくりましたね。それをもとにして、

今度、知事選挙のマニフェストに主要な分が入っ

ていくと思うんですよ。あの中で、知事が、西

都原古墳群の世界遺産登録を目指して取り組む

ということを明確に言ってますね。これは全庁

的な話だから、私は総合政策部のほうに話しを

していて、組み立ては考えてもらっておると思

うんですが、総合政策としては具体的な形では

なかなか表現できないから、27年度からスター

トするこの観光振興計画の中に、知事がかわれ

ば別だけど、今の知事が続けば、明確に言って

るので、西都原の世界遺産登録に向かっての取

り組みとか、何かそういう意向がここに入る必

要があるような気がするんですが、どうでしょ

うか、部長。

○孫田観光推進課長 観光の立場といたしまし

ては、世界遺産登録は、いわゆる直接観光では

ありませんので、その世界遺産登録をされたも

のを有効に生かして、貴重な資源として活用し

ていくというようなスタンスになろうかと思い

ます。ですから、観光側として、世界遺産登録

を目指すというような書き方はなかなかしにく

いのかなという感じはいたしますけれども。い

ずれにしろ、西都原というのは本県におきまし

ても非常に大事な観光資源で、いわゆる観光資

源のさらなる掘り起こしと磨き上げという項目
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の中で重要な資産であるというふうに思ってお

りますので、そういうものにどういう形で─

触れるのか触れないのか、ちょっと検討させて

いただきたいと思います。

○外山委員 この前、委員会で、世界遺産登録

の話で文化庁に行ったんですよ。その中で、西

都原だけじゃなくて宮崎市の生目古墳群、それ

から新富を中心とした児湯郡、そういうものを

包含したほうが─専門家の意見はそういう形

でですね─いろんな話が、今担当のほうで進

められておるわけですけれども。文化庁の話を

聞いても、やっぱり対外的に、地元というか西

都市、宮崎市、県の盛り上がりというのが、歴

史的な背景は別として、地元の県民、市民の盛

り上がりのウエートが非常に大きいという話は

聞いておるんですね。ですから、県としても明

確にそういうものを─総合政策部のほうで何

かそういうのを打ち出すようなものがあれば別

だけど、ここしかないような気がするもんだか

ら。

観光というのはでき上がったものをやるとい

うことはあるかもわからんけれども、この観光

振興条例というのはそれに向かって進んでいく

というところからあってもいいから。これをう

たって対外的にアピールしていく場は、観光振

興条例しかないような気がするんですよ。ほか

にあればいいですよ。そういうことも一度、商

工だけじゃなくて教育委員会も関係するし、総

合政策部、そこら辺を含めてちょっと検討して

もらって、どっかでそういう表現を検討しても

らいたいと思います。

○金子観光物産・東アジア戦略局長 委員御指

摘の知事の政策提案とこの計画とのすり合わせ

につきましては、現状においては、知事の政策

提案の部分は、まだこの中では盛り込んでおり

ません。またこの状況が進んだ段階で、来年以

降になりますけれども、この計画の中身のすり

合わせというような流れになっていくんじゃな

いかなと思います。具体的には、議会のほうに

御審議していただきますのは来年明けて６月の

議会でということになりますので、そのような

形で反映されていくものというふうに思ってお

ります。

○外山委員 だから、知事選挙はもう来月です。

そこで知事が公約を出しますね。その中に明確

に出てくると思うんですよ、今の知事のいろん

な政策集なんかを見たら。だから、今から準備

していって、６月の議会にはそういうのがどっ

かに出てくる必要があると思う。知事がかわれ

ば別ですよ、今の知事でいけばね。そういうこ

とで御検討をお願いします。

○茂商工観光労働部長 外山委員のお気持ちは

非常によくわかります。それで、ここの観光資

源の扱いです。観光振興計画の中で、いろんな

観光資源がありますんで、高千穂峡初め、いろ

いろ青島とか日南海岸とかありますので、その

辺の扱いをどうするかということは、やはりこ

れから検討していく必要があると思います。そ

れについては先ほど担当課長が申し上げたとお

りですけど。

それとあわせまして、県全体で今のアクショ

ンプランを策定してます。これについては来年

の６月議会で提案させていただくことになるん

だろうと思いますけど、そのあたりでの扱い等

もあろうかと思うんですね。そのあたりについ

ては私からも総合政策部にまたいろいろ話をし

てみて、うまく整合がとれる形で検討を進めて

いきたいと思います。

○外山委員 わかりました。

○岩下委員長 ほかにございませんか。よろし
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いでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 その他で何かありませんか。

○中野委員 今テレビを見とると、国が、外国

人誘客1,300万人。中国人がばんばん来て、本当、

あれだけ来れば、金を落としてくれれば、お客

さんは神様かなと思うんやけど。そんな感じで

見てると、福岡、九州まではトータル的に何か

ふえてるのかな。宮崎にそこまで持ってくるの

は容易なことじゃないなと思うけど。本当、都

会はいいなと思って。宮崎にアウトレットがあ

ればいいけど。この間、質流れ品か何か販売が

あったら、中国人が５つぐらい何十万とか買っ

とったけど。

今、外国人客はどんな状況ですか。宮崎県に

どうやって引っ張ってくるとかな。

○孫田観光推進課長 今後の国内の観光市場が、

人口減少によってなかなか難しい状態になって

いくだろうという見込みの中で、訪日外国人客

をいかに呼び込んでくるかというのは、本県の

観光にとって非常に重要な要素になるというふ

うに考えております。そうした中で、現状とい

たしましては、宮崎県への訪日外国人は、10年

ほど前までは５万人程度でしたが、平成24年で

は12万8,000人で順調に伸びてきている状況にご

ざいます。

また、ことしは３月にチャイナエアラインの

台北便が１便ふえ、鹿児島空港との間で毎日お

互いに飛ぶというような形になりました。また、

今年度中には香港の定期便も就航予定というこ

とで準備を進めておりまして、こういった方々

に一生懸命ＰＲいたしまして、宮崎県にたくさ

ん来ていただけるように取り組んでいきたいと

考えております。

○中野委員 その気持ちはわかるんですけど、

現実問題として、この間テレビ等を見てると、

福岡なんかはかなり来ているような。例えば鹿

児島だと新幹線があったりして。どうやるかは

別として、そういうデータは先にとるべきやと

思うとやけど。宮崎県だけの比較じゃなくて、

大分とか。それから高速道も通りだしたし、今

まで大分、宮崎の誘客は全然なかった。実際の

データがどうなってるかというのを。わからな

きゃ次でもいいですよ。

○金子観光物産・東アジア戦略局長 手元に資

料がございまして、これはことしの１月から６

月まで半年間のデータですが、やはり外国人に

つきましては九州全体で116.6％の伸びというこ

とになってます。委員御指摘のとおり、その中

でも福岡県、それから長崎県、それから鹿児島

県、ここらあたりがやはり130以上伸びておりま

して、おっしゃるとおりだと思ってますが、本

県も102.8％と、100は越えております。やはり

全体的に訪日外国人の流れというのは九州にも

来てるなというふうに思っているところであり

ますが、おっしゃるように地域間のばらつきが

あるのも現実であります。大分もちょっと数字

的に厳しいようでありますので、より多く東側

に何としても持ってくるように誘客に努めてま

いりたいと思います。

○中野委員 いろいろ状況があるけど、頑張っ

てね。

それと、いいですか。私、今、この景気浮揚

でかなり関心を持っていろいろ見てるんだけど。

宮崎県の製造事業所、統計課でもらったやつだ

けど、この前も議会の質問で言ったかな、製造

事業所が2,500から1,000件減って1,500件になっ

てると。それで、逆に製造出荷額はそんな落ち

てる状況じゃない。今、求人は上がってるけど、

やっぱり製造業というのは、いろんな労働場所、
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収入、税収。そこら辺は、どんなふうに商工と

しては考えているのか。なければ次でいいけど。

ちょっと細かいとこまでは俺も調べとらんけど、

一番ピークのときから 1 0年ぐらいで見る

と、1,000件減っとるって。事業所というのが何

人規模とか、その分析を一回。何か対策という

か、フードビジネスでは起業家がふえる可能性

もあるけど、製造業の減った数を見ると、そん

なのでは間に合わんような減り方をしている。

次でいいです。

○佐野産業振興課長 事業所数ということで従

業者４人以上の総数でいきますと、平成20年か

らいきますと1,775、21年が1,612、それから22

年が1,556、そして23年が1,605、24年が1,547と

いうことで、若干ジグザグな感じはしますが、

ちょっと減少傾向にはあるのかなというふうに

考えております。

○中野委員 それはもうわかってる。だから、

統計課の主要データグラフを見ると、ピークと

最近のデータを見ると、1,000件減ってるわけよ。

東京に事務所のある製造事業所も入ってるかも

わからんし、そこ辺ちょっとしっかり分析して

もらいたいな。

○岩下委員長 要望でございます。

○中野委員 もう一つ。工業技術センター所長

が見えてますけど、ＳＰＧ、今あれはどんげなっ

てる。昔、鳴り物入りで、何億円って金を使っ

たのが、全然何も出てこんのやけど。

○古賀工業技術センター所長 ＳＰＧというの

は、全国の公設試験場の中でも有名といいます

か、よくこんなものを発明したなということで

高く評価されているわけでございます。御存じ

のとおり、例えば、ナノの製造技術で金属ボー

ルをつくったということで、はんだボールを作

成する千住技研という企業の誘致につながって

ると。そのほかにも最近では、化粧品とかその

他の工業製品ということで、いろんな会社と、

共同研究を県外を含めてやらせていただいてい

ます。

また、医療関係につきましても、全国的に広

めるということはなかなか難しいですけれども、

地道にまだ都城のほうでやってるということで、

まだまだ磨き上げをやってる段階でございます。

それがまた千住技研みたいな格好で、企業立地

にも具体的につながっていくものも出てくるの

ではなかろうかなと期待してます。

○中野委員 まだ成果品というのは出らんのか

ね。

○古賀工業技術センター所長 物がなかなか小

さいものですから、これこれというのはなかな

か難しいんですけれども、例えば、スマホなん

かをつくる場合には必ず、小さいはんだボール

が必要になってきますし、液晶画面の場合には

スペーサーといって、スペースを確保するため

のボールなんかが使われているということで、

目立たないところで成果は出てるということで

御理解いただければと思います。

○中野委員 ぜひ一回、次に何か整理して教え

てください。

○古賀工業技術センター所長 承知しました。

○田中商工政策課長 先ほど御質問のありまし

た事業所数とかの推移でございます。工業統計

の数字でありますけれども、平成以降で見ます

と、平成３年が2,590件。この間速報が出ました

直近の平成25年の数字では1,528件ということ

で、およそ1,000件減っているところでございま

す。

ただ、一方で、製造品出荷額、こちらは平成

３年当時は１兆3,600億でしたけれども、直近の

数字で、25年度では１兆4,400億円余ということ
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で、事業所数は減っておりますけれども、製造

額自体はふえているということもございます。

今後、商工としましては、県外からお金を稼

いでいくというのが非常に重要でありますので、

ある程度中核的な企業を今後ふやしていって、

県外からお金をとって県内で回していくという

ような取り組みもしていく必要があろうかなと

思っております。

○外山委員 さっき、中野議員もちょっと言っ

ておられたんですが、外国からの観光客。この

前、マカオのほうに行って見てきたら、外国か

らの観光客、中国からのお客さんが物すごいん

ですよ、えらい数。

今度、香港便が正式に３月になったのかな。

マカオから香港にはぱっとそのまま来れますよ

ね。だから、香港便が飛び出すと、中国のお客

さんが宮崎に来てもらえる可能性が相当あると

思うんですね。見えたときに、外国人が泊まれ

る、対応できるホテル、そこ辺の受け入れ体制。

今、稼働率はどうなんですか、シティホテル、

ビジネスホテルを含めて、宮崎県のホテル状況。

○孫田観光推進課長 稼働率の現状の正確なデ

ータというのは今ちょっと手元にございません

けれども、ホテルによって大分差はあるという

ことで。ただ、一般のビジネスホテル系はかな

り高い稼働率を維持していると聞いております。

○外山委員 ホテルの受け入れ体制として、言

葉がある程度できる人がカウンター等にいない

と難しいですよね。そこ辺の体制は今どうなん

ですか。

○孫田観光推進課長 海外からの団体客等の受

け入れにつきましては、宮崎観光ホテルさんと

シーガイアさんが主な受け入れ先になっており

ますけど、こちらはどちらも、中国の方を職員

として雇用しておりまして、その他の職員研修

についてもやられていると伺っております。

○外山委員 さっきちょっと言ったように、香

港便が飛び始めたら、中国から相当見えると思

う。それから、今、台湾も大分来てますよね。

そうなると、やっぱり宿泊の受け入れ体制がき

ちっとないと対応できない。ですから、業界の

人にそういう啓蒙というか、そういうことを県

がリーダーシップをとって今からやっていく必

要があると思うんですよ。どうでしょう。

○孫田観光推進課長 常々、ホテル側とはこの

外国人の受け入れ体制については十分やってい

ただきたいということをお願いをしているとこ

ろです。特に、今回、委員がおっしゃるように、

香港便で、簡単にいえば、年間１万人ぐらい中

国の方がふえるはずだと見ておりますので、そ

ういった対応は十分とっていただけるようにホ

テル側と協力しながらやっていきたいと考えて

おります。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、請願の審査に移りま

す。

まず、請願について執行部からの説明はござ

いませんか。

○孫田観光推進課長 「カジノ合法化に反対し

宮崎県に誘致しない決議を求める請願」という

のが出ておりますが、これに関しまして執行部

からの説明は特にございません。

○岩下委員長 わかりました。

それでは、委員からの質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、以上をもって商工観

光労働部を終了いたします。執行部の皆様、お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。
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午前11時６分休憩

午前11時10分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

本日委員会に付託されました議案等について

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

○大田原県土整備部長 商工建設常任委員会の

皆様方には、かねてから県土整備行政の推進に

つきまして、格段の御指導・御協力をいただい

ており、感謝申し上げます。

議案等の説明に入ります前に、まず、お礼を

申し上げます。

今月の６日、東京都で開催されました南海ト

ラフ地震等に対する緊急防災対策促進大会にお

きまして、渡辺副委員長を初め県議会より御出

席いただきました。この場をおかりして、お礼

申し上げます。ありがとうございました。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を御説明いたします。

申しわけありませんが、座って御説明させて

いただきます。

県議会に提出しております資料、平成26年11

月定例県議会提出議案、及び、平成26年11月定

例県議会提出報告書のうち、県土整備部関係箇

所につきまして、お手元の商工建設常任委員会

資料にまとめております。

資料の表紙をめくっていただきまして、目次

をごらんください。御審議いただきます議案、

報告事項のほか、その他の報告事項につきまし

て記載しております。

まず、議案といたしましては、一般会計補正

予算及び公の施設の指定管理者の指定について、

その他３件でございます。

続きまして、報告事項といたしましては、損

害賠償額を定めたことについて、及び県営住宅

の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停につ

いてでございます。

最後に、その他の報告事項でございますが、

地域維持型契約に係る入札の実施につきまして、

御報告させていただきます。

私からの説明は以上ですが、詳細につきまし

ては、担当課長から説明させますので、よろし

くお願いいたします。

説明は以上でございます。

○福嶋管理課長 管理課でございます。

まず最初に、県土整備部の11月補正議案の概

要について御説明いたします。

委員会資料の１ページをお開きください。こ

の表は、今回の補正額及び補正後の額などを一

覧表にして取りまとめた県土整備部の予算総括

表であります。

表の中央の太線枠内をごらんください。左側

のＣ列、議案第１号が、議会開会日に提出した

分でありまして、補正額は一番下の段に記載の

とおり、9,781万8,000円の増額であります。

右側のＤ列、議案第34号は、11月18日に追加

提出した分で、補正額は5,895万8,000円の増額

となっております。

この結果、県土整備部の一般会計と特別会計

を合わせました補正後の額は、その右隣に記載

のとおり、750億5,037万1,000円となり、前年度

同期の99％になります。

次に、補正額のうち、公共事業費について御

説明をいたします。２ページをお開きください。

補助公共・交付金事業の一覧表です。

表の中央、太線枠で囲んでおります、Ｃ列の

上から２段目に記載のとおり、今回の補正は河
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川事業のみで、補正額は8,581万8,000円であり

ます。

次に、右の３ページをごらんください。課別

の状況を一覧にしたものであります。

同じく、表中央の太線枠内をごらんください。

左側のＣ列、議案第１号は、全額が河川課所管

事業の補正でありますので、内容等につきまし

ては、後ほど河川課長から御説明をいたします。

右側のＤ列、議案第34号につきましては、関

係各課にまたがっておりますが、人件費の補正

でありますので、私のほうから一括して説明を

いたします。

人事委員会勧告に基づく職員の給与改定等に

伴うものでありまして、議会及び県民の皆様に

給与改定に伴い必要となる人件費の総額を明ら

かにするため、その所要額を計上いたしており

ます。

主な補正の内容は、給料等の月例給が0.24％

の引き上げ、特別給である勤勉手当が0.15月の

引き上げとなります。

それでは、人件費の予算措置状況について御

説明をいたします。

資料の４ページをお開きください。一番下の

段の県土整備部計をごらんください。補正前の

人件費の総額は56億2,918万4,000円で、今回の

補正額5,895万8,000円を含んだ補正後の額は、

一番右の欄に記載のとおり、56億8,814万2,000

円となります。

次に、繰越明許費についてであります。右の

５ページをごらんください。一般会計繰越明許

費補正の集計表であります。太線で枠囲みして

います11月議会申請分の欄が今回お願いしてい

ます繰越明許費であります。追加と変更増額の

合計で69億4,075万3,000円をお願いしておりま

す。

この結果、９月議会承認分と合わせました一

般会計の繰越明許費は、一番下に記載しており

ますように20事業、135億4,393万3,000円となり

ます。

それでは、今回申請分の内訳について御説明

いたします。

６ページをお開きください。追加でお願いし

ている11事業であります。また、右の７ページ

には、変更で増額いたします８事業について記

載をしております。いずれの事業も関係機関と

の調整や用地交渉、工法の検討に日時を要した

ことなどにより、発注の時期がおくれ、年度内

の完成が困難となりましたことから繰り越しを

お願いするものであります。

次に、債務負担行為の追加についてでありま

す。８ページをお開きください。

今回お願いしておりますのは、管理課の宮崎

県建設技術センター管理運営委託費など、公の

施設の指定管理料に関するもので、一番下の段

に記載のとおり、債務負担行為の総額は５件で16

億9,265万3,000円となっております。いずれも、

複数年契約に必要な後年度の予算について、債

務負担行為の設定をお願いするものであります。

補正議案の概要につきましては以上でありま

す。

次に、委員会資料の９ページをごらんくださ

い。

議案第22号「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」であります。

この議案は、現在、宮崎市清武町に設置して

おります宮崎県建設技術センターにつきまして、

公の施設に関する条例第10条の２第３項の規定

により、指定管理者を指定することについて、

地方自治法第244条の２第６項の規定により、県

議会の議決を求めるものであります。
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まず、１の指定管理候補者は、学校法人宮崎

総合学院で、代表者は、理事長、川越宏樹であ

り、今年度までの第１期と同じ相手方となりま

す。

２の指定期間でございますが、第１期と同じ

く５年間としております。

次に、３の指定管理候補者の選定でございま

すが、（１）にありますとおり、本年７月２日か

ら２カ月間募集を行いましたところ、１団体か

ら応募がありました。

（２）の指定管理候補者の選定につきまして

は、①にありますとおり、１次審査及び②に記

載しております選定委員会による２次審査を実

施し、候補者を選定したところであります。

続きまして、次の10ページをお開きください。

③の選定基準などでございますが、全庁的な基

準をもとに、施設の特性を考慮して人材育成な

どの項目を設定しております。

次に、11ページをごらんください。

（３）の審査結果でございますが、①にあり

ますとおり、審査員５人の総得点は500点満点

で406.4点、100点満点に換算いたしますと、平

均は81.3点で宮崎総合学院が選定されました。

選定理由といたしましては、選定委員会にお

いて総合的に高い得点を得たこと、事業計画等

から判断して、施設の管理運営を適正かつ着実

に実施する能力を有していると認められること、

また、産業開発青年隊教育において、例えばイ

ンフラの長寿命化等、ニーズに対応したカリキュ

ラム編成による建設技術者育成の強化や、積極

的な隊員募集に係る取り組みの提案がなされた

ことなどであります。

最後に、４の指定管理料等でございます。ま

ず、（１）指定管理者に支払う指定管理料でござ

いますが、年額で9,620万円、指定期間の５年間

の総額で４億8,100万円となっております。

また、（２）にありますように、記載のとおり

の取り組みにより、県民サービスの向上に努め

るとしているところであります。

説明は以上でございます。

○大坪道路建設課長 道路建設課でございます。

議案第９号で上程しております「工事請負契

約の変更について」御説明いたします。

委員会資料の12ページをお開きください。一

般国道219号社会資本整備総合交付金事業（十五

番工区）十五番トンネル工事の請負契約の変更

についてであります。

一般国道219号は、県央の中山間部を横断する

幹線道路であり、異常気象等の災害による集落

の孤立化防止や隘路区間の解消等、安全で円滑

な交通の確保を目的に、平成21年度から十五番

工区の整備を行っているところであります。

下のほうに位置図を載せておりますが、十五

番工区は、西都市大字尾八重において現道拡幅

及びトンネルによるバイパスとして整備中でご

ざいます。

１に十五番工区の事業概要を、２に十五番ト

ンネルの概要を記載しております。

３の工事請負契約の概要をごらんください。

現在の契約金額が11億8,965万円、変更契約金額

は12億3,221万4,000円で、4,256万4,000円の増

額を予定しております。

契約の相手方は、旭・吉原・伊達特定建設工

事共同企業体であります。

４の変更理由をごらんください。今回の主な

変更につきましては、公共工事設計労務単価の

著しい上昇などに伴う請負金額の変更でありま

す。

13ページをごらんください。十五番工区の平

面図と断面図を記載しております。
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次に、14ページをお開きください。変更概要

についてでありますが、4,256万4,000円の増額

の内訳としましては、労務単価等の上昇による

変更が約3,400万円と増額のほとんどを占めてお

ります。

労務単価の上昇については、最近の技能労働

者の不足などに伴います、賃金水準の上昇を適

切・迅速に反映するため、労務単価が平成25年

４月と平成26年２月に大幅に引き上げられたと

ころであります。

賃金または物価の変動により、請負代金額が

著しく不適当となった場合には、工事請負契約

約款第25条、いわゆるスライド条項に基づき、

請負代金額の変更ができることとなっておりま

す。

今回の十五番トンネル工事については、平成25

年３月に契約し、平成26年12月までの工事となっ

ておりますことから、平成25年４月と平成26年

２月の単価上昇などにより、約3,400万円増額と

なるものであります。

次に、工事内容の変更についてでありますが、

約850万円の増額となっております。

主な理由としましては、１点目がトンネル掘

削に関する変更で約1,450万円の減額となってお

ります。これは、当初想定していたよりも良質

な地質区間が存在したことから、当該区間の掘

削時の支えなどが軽減されたことによるもので

あります。

もう一点が、残土処理の変更で約2,300万円の

増額となっております。これは、当初予定して

いた処理場への搬出が困難となり、他の処理場

へ搬出する必要が生じ、運搬距離が長くなった

ことによるものであります。

工事内容の変更につきましては、合わせまし

て約850万円の増額となっております。

なお、下のほうには10月末時点の坑口位置の

写真を掲載しております。

道路建設課は以上であります。

○大谷河川課長 河川課でございます。

当課の補正予算について御説明をいたします。

資料は、平成26年度11月補正歳出予算説明資

料の45ページをごらんください。

当課の補正予算額は9,781万8,000円の増額を

お願いをしております。補正後の予算額は右か

ら３列目でございますが、182億9,109万円とな

ります。

以下、補正の内容につきまして御説明をいた

します。47ページをお開きください。今回の補

正は２件でございます。

まず、上から５段目、（事項）公共災害関連河

川事業費8,581万8,000円の増額補正であります。

これは、６月の梅雨前線豪雨で被災をしました

川南町の平田川におきまして、国庫補助事業の

採択を受け、川幅を拡大するなど、再度、災害

を防止するための改良復旧工事を行うものであ

ります。

次に、その下、（事項）海岸保全事業費1,200

万円の増額補正であります。さきの台風等によ

り日南市の梅ケ浜海岸などで漂着をしました大

量の流木などを除去するものでございます。

なお、財源につきましては、国からの全額補

助であります海岸漂着物地域対策推進事業基金

を活用することとしております。

河川課は以上でございます。

○蓑方港湾課長 港湾課でございます。

資料は、先ほどの委員会資料のほうにお戻り

いただきまして、委員会資料の15ページをごら

んください。

議案第10号の「財産の処分について」御説明

いたします。
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これは、財産に関する条例第２条の規定によ

りまして、予定価格7,000万円以上で、かつ２万

平方メートル以上の土地の処分につきまして、

議会の議決をお願いするものであります。

１の処分の目的としましては、県有財産であ

る細島港白浜地区工業用地を集成材工場用地に

供するものとして処分するものであります。

２の所在地は、日向市竹島町１番105で、下の

位置図にあります処分用地として赤色で塗りつ

ぶしている箇所でございます。

３の面積は３万4,212.09平方メートル、４の

処分価格は２億2,920万円、５の売渡先は、広島

県呉市に本社があります中国木材株式会社代表

取締役、堀川保幸でございます。

港湾課の説明は以上であります。

○瀬戸長都市計画課長 都市計画課でございま

す。

委員会資料の16ページをお開きください。

議案第８号「都市公園条例の一部を改正する

条例」についてであります。

１の改正の理由でありますが、宮崎県総合運

動公園の軟式野球場等の有料公園施設につきま

しては、教育委員会の所管であり、教育委員会

のほうで指定管理者の指定をし運営を行ってお

りますが、これまで指定管理者が徴収した使用

料は、県の収入としていたところです。

しかし、今後は、指定管理者の収入とするこ

とができる利用料金制を採用することにより、

指定管理者にインセンティブを与え、利用者へ

のサービス向上につながるよう所要の改正を行

うものであります。

２の改正の内容についてであります。

（１）の利用料金制の採用につきましては、

知事が適当と認める場合には、有料公園施設の

利用に係る料金を指定管理者の収入として収受

させることができるとするものであります。

（２）の利用料金の額につきましては、使用

料の額を上限として、指定管理者があらかじめ

知事の承認を受けた上で定めるものとしており

ます。

参考としまして、現在の各施設の使用料の上

限例を下に示しておりますが、この範囲内で利

用料金を下げることが可能となるため、利用者

へのサービス向上につながるものと考えており

ます。

３の施行期日につきましては、平成27年４月

１日から施行することとしております。

次に、17ページをごらんください。

議案第23号から25号の「公の施設の指定管理

者の指定について」御説明いたします。

公の施設に関する条例第10条の２第３項及び

都市公園条例第15条の３第３項により、都市公

園等の指定管理者を指定することについて、地

方自治法第244条の２第６項の規定により、県議

会の議決を求めるものであります。

まず、議案第23号、県立青島亜熱帯植物園及

び宮崎県総合運動公園についてであります。

１の指定管理候補者は、第３期と同じ、一般

財団法人みやざき公園協会であります。

２の指定期間につきましては、平成27年４月

１日から３年間としております。

３の指定管理候補者の選定についてでありま

す。

（１）の公募の状況につきましては、平成26

年７月８日から募集を行い、２団体から応募が

あったところです。

（２）指定管理候補者の選定についてであり

ますが、①の選定方法につきましては、１次審

査で申請書類に基づく資格審査を実施し、次に、

２次審査で、下の②に記載しております指定管



- 22 -

平成26年11月26日(水)

理候補者選定委員会により、各応募者のプレゼ

ンテーション及びヒアリングを行い、候補者を

選定したところであります。

次に、18ページをお開きください。③の選定

基準等につきましては、５つの選定基準につい

てそれぞれ記載しております審査項目と配点に

より審査を行ったところです。

（３）の審査結果であります。①の採点結果

につきましては、指定管理候補者選定委員会に

おける審査の結果、一般財団法人みやざき公園

協会が最も高い得点を得ております。②の選定

理由につきましては、選定委員会における審査

の結果、最も高い得点を得ており、事業計画等

から判断して、施設の管理運営を適正かつ着実

に実施する能力を有していると認められること、

また地元との連携による青島サマーフェスタな

どへの取り組みなど、公園の特徴を生かしたす

ぐれた提案がなされていることであります。

次のページをごらんください。４の指定管理

料等についてであります。

（１）の指定管理者に支払う指定管理料につ

きましては、３年間で３億3,759万3,000円となっ

ております。

（２）の県民サービスの向上等につきまして

は、フラワーショー等の利用促進事業を充実す

ることで公園利用の促進を図ること、公園リー

フレット等を利用者等に配布することで情報の

提供を行うこと、イベント情報などについて、

ホームページを通じて速やかな情報の提供を行

うこと、また、利用者アンケートを実施するこ

とで利用者の満足度把握に努めることとしてお

ります。

次に、20ページをお開きください。議案第24

号、県立平和台公園及び宮崎県総合文化公園に

ついてであります。

１の指定管理候補者は、第３期と同じ、株式

会社馬原造園建設であります。

２の指定期間につきましては、平成27年４月

１日から３年間としております。

３の指定管理候補者の選定についてですが、

（１）の公募の状況につきましては、平成26年

７月８日から募集を行い、２団体から応募があっ

たところです。

（２）の指定管理候補者の選定につきまして

は、先ほどの議案第23号と同様であります。

次のページをごらんください。③の選定基準

等につきましても、先ほどの議案第23号と同様

であります。

（３）審査結果であります。①の採点結果に

つきましては、株式会社馬原造園建設が最も高

い得点を得ております。②の選定理由につきま

しては、選定委員会における審査の結果、最も

高い得点を得ており、事業計画等から判断して、

施設の管理運営を適正かつ着実に実施する能力

を有していると認められること、また、パーク

マスター制度の充実、花菖蒲ネットワーク構想

の推進などすぐれた提案がなされているととも

に、今までの実績をもとに、さらに発展させる

提案となっており、着実に実施可能であると判

断されることであります。

次に、22ページをお開きください。４の指定

管理料等についてであります。

（１）の指定管理料につきましては、３年間

で２億4,740万円となっております。

（２）の県民サービスの向上等につきまして

は、園芸教室や桜のライトアップ事業などの利

用促進事業を充実することで、公園利用の促進

を図ること、イベントスケジュールや平和台公

園ボランティア通信により、情報の提供を行う

こと、開花情報などについて、ホームページを
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通じて速やかな情報の提供を行うこと、また、

利用者アンケートを実施することで、利用者の

満足度把握に努めることとしております。

次に、23ページをごらんください。議案第25

号、特別史跡公園西都原古墳群についてであり

ます。

１の指定管理候補者は、第３期と同じ、一般

財団法人みやざき公園協会であります。

２の指定期間につきましては、平成27年４月

１日から３年間としております。

３の指定管理候補者の選定についてでありま

す。（１）の公募の状況につきましては、平成26

年７月８日から募集を行い、２団体から応募が

あったところです。

（２）の指定管理候補者の選定につきまして

は、議案第23号及び議案第24号と同様でありま

す。

24ページをごらんください。③の選定基準等

につきましても、議案第23号及び議案第24号と

同様であります。

（３）の審査結果であります。①の採点結果

につきましては、一般財団法人みやざき公園協

会が最も高い得点を得ております。

②の選定理由につきましては、選定委員会に

おける審査の結果、最も高い得点を得ており、

事業計画等から判断して、施設の管理運営を適

正かつ着実に実施する能力を有していると認め

られること、また、西都原周辺の歴史資源、自

然環境資源と結びつける西都原フィールドミュ

ージアム構想などのすぐれた提案がなされてい

ることであります。

次のページをごらんください。４の指定管理

料等についてであります。

（１）の指定管理料につきましては、３年間

で7,766万円となっております。

（２）の県民サービスの向上等につきまして

は、昆虫観察会等の自主事業を充実することで

公園利用の促進を図ること、公園リーフレット

等を利用者等に配布することで情報の提供を行

うこと、イベント情報などについて、ホームペ

ージを通じて速やかな情報の提供を行うこと、

また、利用者アンケートを実施することで利用

者の満足度把握に努めることとしております。

都市計画課からの説明は以上であります。

○森山建築住宅課長 建築住宅課でございます。

委員会資料の26ページをお開きください。

議案第26号「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」であります。

宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例

第75条第３項の規定により、宮崎土木事務所ほ

か７土木事務所管内の県営住宅の指定管理者を

指定することについて、地方自治法第244条の２

第６項の規定により、議決を求めるものであり

ます。

まず、１の指定管理候補者については、第３

期と同じ、一般社団法人宮崎県宅地建物取引業

協会であります。

次に、２の指定期間ですが、平成27年４月１

日から３年間としております。

次の３の指定管理候補者の選定についてであ

りますが、（１）の公募状況につきましては、募

集期間が26年７月２日から９月１日まで、応募

団体数は２団体でございます。

（２）の指定管理候補者の選定につきまして

は、①の選定方法にありますように、１次審査

で申請書類に基づいて資格審査を実施しまして、

次に、２次審査で、下の②にあります指定管理

候補者選定委員会によりまして、各応募者のプ

レゼンテーション及びヒアリングを実施した上

で審査を実施いたしております。
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27ページでございますが、選定基準及び審査

項目、配点等を記載しております。

次に、28ページをお開きください。（３）の審

査結果につきましては、①の採点結果のとおり、

応募者２者のうち、一般社団法人宮崎県宅地建

物取引業協会が500点満点中424点と第１位の得

点でありました。

②の選定理由でありますが、選定委員会の審

査の結果、総合的に最も高い得点を得たこと、

これまでの実績や事業計画の内容等から、効率

的かつ効果的に事業を確実に実施する管理能力

を有していると認められることであります。

最後に、４の指定管理料等についてでありま

すが、（１）の指定管理者に支払う指定管理料は、

年額で１億8,300万円、３年間の指定期間で５

億4,900万円となっております。

（２）の県民サービスの向上等につきまして

は、無料で電話相談を受け付けるフリーダイヤ

ルの対象の拡大や、入居希望者の団地選びの参

考としていただくために、住戸内部の写真をホ

ームページに掲載するといった新たな取り組み

に加え、単身高齢者に対する見守り活動などを

引き続き取り組むこととしております。

建築住宅課は以上であります。

○岩下委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

まず、議案について質疑はありませんか。

○後藤委員 歳出予算説明書にありました河川

課さんの海岸漂着物地域対策推進事業費1,200万

円。県内総延長400キロを超え、10市町村に関係

する。台風後とか、流木を主体にした漂着物に

ついては、事業化に向けて県にお願いしている

要望もかなりあるんですが、今回、大体ボリュ

ームとして何トン以上ぐらい見込まれたから事

業採択したのか、そこら辺の量的なものを教え

ていただきたい。

○大谷河川課長 まず、ことしの当初予算

で1,000万円を見ておりまして、今回1,200万円、

合計2,200万円の漂着物の金額になるんですが、

その内訳としましては、まず、日向市の小倉ヶ

浜海岸、金ヶ浜海岸が93立米ぐらいになってお

ります。それと、川南町の伊倉浜海岸が430立米、

それと宮崎市の木崎浜海岸が約250立米、日南市

の梅ケ浜と古奥海岸が約600立米になっておりま

す。

通常、海岸等につきましては、ボランティア

の方だとか清掃活動をやっていただいておりま

すけれども、大量に来ますと、やはり重機等を

使わないと集積等ができないということで、具

体的なボリュームはないんですけれども、そう

いった通常ではできないものについて、こういっ

た基金を利用して撤去しておるところでござい

ます。

○後藤委員 実は今おっしゃったように、ボラ

ンティアが非常に盛んなところは、ある程度集

めた後で市町村が持っていって焼却するとか、

いろんな工夫をされてるんですよ。具体的な立

米数というか、ある程度の決まりがないと、あ

そこはやったけどうちはしてくれない、せっか

くやってるのに県が今回してくれたんだとなる

と、ボランティアの方々も熱の入り方が。協働

を進める上で、ある程度の基準がないと。ちょっ

と不透明な部分があるものですから。

それと、市町村の段階で県に要望しておきな

がら、よその地区がしたとか、ある程度、リア

ス的な湾岸があるところは車が入りにくいとか、

支障があるとこもあるもんですから。ある程度

基準を設けていただかないとと思ったので、ボ

リュームを聞かせていただきました。そこ辺は

あわせて今度検討していただければありがたい
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かなと思いました。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 指定管理の関係の16ページですが、

利用料金制を今度採用しますよということであ

りますが、19ページには今度の指定管理料の額

が３年間に割り振りされてます。利用料金制を

とることによって、この指定管理料が安くなっ

たとか、その辺、何らかの変動が見られるんで

すか。利用料金制を採用することによって、指

定管理料の変更が多少生じておるのかどうか。

○瀬戸長都市計画課長 16ページの都市公園条

例の一部を改正する条例について、具体的に

ちょっと説明をさせていただきたいと思います。

今回の条例の改正は、施設の使用料金を指定

管理者の収入とする利用料金制の採用と利用料

金の額の取り扱いについて改正を行うものであ

ります。

まず、１点目の利用料金制につきましては、

例えば、現在の有料公園施設を管理する指定管

理者に支払う指定管理料が例えば年間１億円と

します。また、有料公園施設のこれまでの使用

料の徴収額が年間2,000万円としたときに、これ

まではこの2,000万円は一般財源として県の収入

となっておりました。今後は、この2,000万円を

指定管理者の収入にすることができるというよ

うにするものでございまして、有料公園施設を

管理する指定管理者には、指定管理料として１

億円から2,000万円を差し引いた8,000万円を支

払うことになります。

○太田委員 ということは、１億円が8,000万円

になるということですから、この19ページに書

いてある指定管理料というのは、その分は下が

る見込みで決定してるわけですね。

○瀬戸長都市計画課長 19ページの指定管理料

につきましては、総合運動公園と亜熱帯植物園

の指定管理料になっております。このうち、亜

熱帯植物園の大温室の料金は、今話がありまし

た利用料金制度を今使っております。それに基

づきまして、今算定をして指定管理料を決めて

いるということでございます。

○太田委員 もう一つ。先ほどの16ページの説

明の中で、利用者にとってはサービスの向上に

つながるという言い方をされましたね。この利

用料金制を使うことで、利用者側もメリットを

受けるんだよというような感じの説明をされた

ように思ったもんですから、その辺はもう少し

具体的に。

○瀬戸長都市計画課長 利用料金の額につきま

しては、例えば、指定管理者が利用者をふやし

ていくために、今決められてます有料の利用料

金を下げるということが可能になります。それ

をもって利用者へのサービスの向上につながる

というふうに考えております。

○太田委員 ということは、より多く利用して

くださいというふうに事業者側が訴えていく、

その意欲をつくらせるという意味でメリットが

出てくるということですね。

○瀬戸長都市計画課長 今委員が言われたとお

りでございます。

○太田委員 わかりました。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 まず、この議案第22号のところで、

５年間で４億8,100万円。この金額は、前回とす

るとどのぐらい上がってるのか下がってるの

か。11ページ。

○福嶋管理課長 よろしいでしょうか。前回と

の比較でございますが、第１期につきましては、

５年間で４億6,966万9,000円でございました。

これが２期目になりますと、表示してございま

すように５年間で４億8,100万円ということにな
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りますので、若干上がってるということでござ

います。一つは、消費税が５％から８％に上がっ

たことによる影響と、あと、私ども基準価格を

算定したときに、もう少し青年隊の募集経費を

手厚くする必要があるんじゃないかと。どうし

ても隊員が少しでもふえてほしい、ここがポイ

ントになるもんですから、そういう観点もござ

いまして若干の増額ということになってござい

ます。

○宮原委員 わかりました。

今度は、この都市計画課が先ほど言われた部

分は、太田委員からありましたけど、19ページ、

３年間、これは３億3,700万円というのは、先ほ

どの2,000万円のお金の部分もあるので、その分

を加味したときは増加になってるのか減ってる

のかというのはわかります。詳しい数字は出な

いと思うんです。ただ、傾向としては上がった

のか下がったのか。

○瀬戸長都市計画課長 年平均額で比較をさせ

ていただきますと、第３期前期の分が１億764

万6,000円、今回が１億1,253万1,000円というこ

とで若干増加になっております。

○宮原委員 これもやっぱり消費税の関係とか

も原因ですね。

○瀬戸長都市計画課長 消費税が３％ふえてる

ことが関係しております。

○宮原委員 あとの部分の20ページの第24号、

それから23ページの第25号というのも、前期よ

りは上がってるというふうに判断していいです

か。

○瀬戸長都市計画課長 若干上がっております。

○宮原委員 第26号は３年間で５億4,900万円、

これはやっぱり上がってるんですか。

○森山建築住宅課長 この場合は下がっており

ます。といいますのが、年額は一緒なんですが、

平成26年度からの消費税が３％アップした分で、

平成24、25、26はトータルで５億5,420万円ぐら

いとなるんですが、今度の指定管理の提案では、

年額１億8,300万、平成24、25と同額とするとい

うことでなっておりまして、年額で申します

と、520万円ぐらい安くなっとるということでご

ざいます。

○宮原委員 結果的には、ここの部分でいうと、

宅地建物取引業協会というところが受けて、そ

れぞれの不動産屋さんが窓口になられるんだろ

うと思うんだけど、同じ仕事をやってて、結果

的には取前が下がるということになりますよね。

○森山建築住宅課長 本年までは宮崎に本部事

務所を置きまして、そして、都城に支店を置い

て21の管理会社でやってたんですけれども、今

度は、１事業者当たりの管理戸数を500戸程度ぐ

らいに押しなべて、管理会社を17に減らしてお

ります。それで、今まで300戸ぐらいしかやって

なかったところは、ちょっと収入が上がると。

そういったことで経営努力をされているという

ことでございます。

○宮原委員 あるところから聞いたら、その戸

数を管理するのを１社ですると何とかなるんで

しょうけど、２社でやってしまうと、とても採

算がとれないという話も聞いてたんですよ。だ

から、逆に言うと、やっぱり地域の経済的なこ

とを考えると、多少は上がるべきなのかなとい

う気もしたもんですから。あと、業者さんのほ

うは、こんな緊急のステッカーを配布しますよ

とか、いろいろ事業としては新しい提案をされ

てるということになると、当然、その提案した

部分には経費がかかってくるんだろうと思うの

で─自分で手を挙げて受けられたんだから頑

張りますという意思表示になると思うんですけ

ど─結果的には、業界としては厳しい金額で
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受けている状況ということでいいんでしょうか。

○森山建築住宅課長 トータル的には金額が今

までと一緒ということで考えてらっしゃいます。

ただ、さっき言いましたように管理会社を減ら

すということで、管理する戸数がふえたりすれ

ばやっていけるということだというふうに考え

ております。

○宮原委員 今度は、先ほどの都市計画のほう

に戻って、応募団体が２団体。受けられる団体

名は出てるんですけど、２番目に入ってる団体

は、全部一緒なんですか、ばらばらなんですか。

○瀬戸長都市計画課長 ３つに分けて今回応募

しておりますけれども、２つについては同じ業

者さんで、１つは別になっております。

○宮原委員 この選定理由というところの、事

業計画でいろいろ提案をされる。そして、１期、

２期と今まで経験を踏まれたところは、提案し

たのがちゃんとできてるのかという部分で判断

されると思うんですよ。そうすると、今度は新

しく参加しようとする人が、あくまで提案で絵

をきれいに画いてしまうと、そちらのほうがよ

くも見えるんだけど。そのあたりの選考の仕方

というのは、この35点という点数なんでしょう

ね。そのあたりはどういうふうな判断をしたら

いいんでしょうか。

○瀬戸長都市計画課長 審査の方法につきまし

ては、まず１次審査、２次審査で行っておりま

す。１次審査の中で、これまで請け負っておら

れる指定管理者さんの運営の状況ですとか管理

の状況ですとか、そういうのは私ども事務局の

ほうから説明をさせていただいております。２

次審査になりましてプレゼンテーション、ヒア

リングをするわけなんですけれども、その段階

では、それまでどういう状況であったかという

のは特に加味をされておりません。新たに今後

の３年間でどういうことをやっていきたいとい

うことを説明を受けて、それを外部委員５名の

方で評価をしていただくということで決定をし

ております。

○宮原委員 ということは、きれいな絵を描い

たところのほうが点数が上がっちゃって、提案

はしたんだけど、その受けた数年間の実績とい

うのは、余り評価の対象になってないというこ

とになるんですか。

○瀬戸長都市計画課長 そもそもの２次審査の

中での評価にはならないと思いますけれども、

先ほど言いましたように、１次審査の中でよく

管理をしていただいているとかという説明はし

ておりますので、それを委員の方は皆さん聞い

ておられますので、その辺は評価の中で入って

くるのかなというふうには考えております。

○宮原委員 これで最後にしますけど、要はい

ろんな提案をされて、こういうことをやります

よといったときに、３年間受けるんだったら、

ことしは、次の年は、それに対してどういう効

果があってというのが。やっぱり言葉で言えば

よく見えると思うんですけど、３年前は見えま

せんから、何か数値化したようなものがそこに

あると実績も出てきてくれる。そして、年によっ

ては、多分、前年よりは厳しかったというのも

あっていいと思うんですよ。厳しかったので、

ことしはこうやって次のときにはやっていきた

いという提案があるというほうが好ましいのか

なという気もするんですけど、いかがなもんで

しょうか。

○瀬戸長都市計画課長 管理運営の状況につき

ましては、ちょっと補足をさせていただきます

と、今現在、請け負われている指定管理者さん

に、毎月の15日に前月の業務内容ですとかその

実績ですとかを報告していただくようにしてお
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ります。あと、定期的には土木事務所のほうで

実地調査も行ってやっております。

あと、評定については、透明性とか公平性と

かいう観点から、先ほど申しましたけど、外部

委員の方でしていただいておりますので、その

辺は守られているのかなというふうには考えて

いるところです。

○岩下委員長 恐れ入ります。時間が参りまし

たので、質疑の最中でございますが、暫時休憩

をさせていただいて、質疑及び報告事項等につ

いては、１時からお願いしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後０時59分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

何か質疑はございませんか。

○瀬戸長都市計画課長 都市計画課でございま

す。

午前中の説明にちょっと補足をして説明を差

し上げたいと思います。

まず、午前中の最後の質問、宮原委員からの

質問でございますけれども、指定管理者の提案

が確実に実行されているかを評価しているのか

というような内容の質問だったと思いますけれ

ども、毎月ごとの報告ですとか年度ごとの報告、

あと、検査によりまして指定管理者からの提案

が確実に実行されたかどうかの確認を行ってい

るところであります。

また、年度ごとの評価につきましては、県庁

のホームページで公表も行っているところでご

ざいます。

また、指定管理者の選定に当たりましては、

年度ごとの評価を詳細に委員の方に説明をした

上で評価をしていただいているところでありま

す。

もう一件、補足で説明をさせていただきたい

と思います。

委員会資料の16ページを見ていただきたいと

思います。

議案第８号の「都市公園条例の一部を改正す

る条例」についてでございますけれども、この

条例の改正につきましては、県の総合運動公園

におきまして、教育委員会が所管をしておりま

す有料スポーツ施設を対象とした条例改正でご

ざいます。

19ページの一番上の４のところに指定管理料

を載せてありますけれども、これは総合運動公

園と亜熱帯植物園の指定管理料を載せておりま

すが、亜熱帯植物園の大温室につきましては、

もう既に利用料金制をとっておりますので、料

金も加味した形で指定管理料を定めているとこ

ろであります。

○岩下委員長 何か御質問はありませんか。

○外山委員 この指定管理者の指定期間のこと

についてお尋ねしたいんですが、今回で多分３

回目の切りかえじゃないかと思うんですね。私

もちょっと記憶は定かじゃないんですが、かれ

これ10年ぐらい前に指定管理者制度が発足して、

そのときの議論の中で、指定期間がどれぐらい、

各団体ごと、団体というか場所ごとに議論した

記憶はあるんですが、きょう提案してあるのも

建設技術センターが５年、あとは３年でしょう。

これは条例でこの期間は決まっておるんですか。

○福嶋管理課長 委員お尋ねの期間の設定でご

ざいますけれども、総務部のほうで指針を出し

ておりますが、指針の中で、全体的な考え方と
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して、原則として、おおむね３年から５年とい

うような形で全庁的には考えてございます。そ

のうち、施設の維持管理とか、あるいは定型的

な業務が主たる業務の場合は３年としておりま

す。今回お願いしてます建設技術センターのよ

うに、主たる業務で事業企画力とか一定の専門

性が必要とされる場合につきましては、５年と

いう形で全庁的には考えている状況でございま

す。

○外山委員 これまでも指定を受けた業者の方

から、もうちょっと長くならんのかというよう

な要請も受けたことがありますが。どうなんで

すか、そのために人を採用して、３年では短い

から、もうちょっと長くしてほしいというよう

な希望というか要求はないもんですか。

○福嶋管理課長 おっしゃるような御意見も

賜ってるところでございますけれども、一方で、

先ほど御説明しましたような定型的な維持管理

業務とかそういった部分について、多くの方に

県の指定管理者としてやっていただく機会を与

えるという観点もございます。そういうような

ことで、大体全庁的に見ますと、３年とか５年

とかというふうにそれぞれの施設の種別に応じ

た設定をしていると考えております。

○外山委員 結構です。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 いつも同じこと言ってますけど、

この指定管理者制度、これ一応議案として出て

きてるけど、この説明資料を見る限り、指定管

理候補者選定委員会があって、公平・公正に選

定しましたよというぐらいしかわからんわけで

すよ。

そもそもは、行政がやるよりかは経費が下がっ

てサービスもよくなるだろうという観点で、指

定管理者制度になったわけね。宮原委員からも

さっき出た、今回の指定管理料がここに出てる

けど、我々委員会としては、この金額が果たし

て妥当かどうかというのは全然わからんわけ。

もう選定委員の皆さんを信用しますよという話

で。

せめて議案として上がってくるためには─

この指定管理者を統括している総務部の行政経

営課の表を見たほうがましなぐらい。簡単やけ

ど、収支報告の主な分が載ってるわけ。それを

見て、利益とか、そこ辺までわからんけど、大

体、経費がこんなもんだというのはわかるわけ

で。

ちょっと聞きたいんだけど、例えばこの指定

管理料、予定価格をある程度土木のほうとして

持っとって、そして応募してきた人がその範囲

内ではまってるかどうか、そこ辺はどうやって

この管理料は決めるわけ。相手方から出てきた

金額が高いとか安いとかある。どこでもいい、18

ページを見てもらうと、１位が点数だけ出てる

けど、例えば、この１位、２位の金額、応募す

るときの金額とか、指定管理料の決定の仕方。

向こうから出てきた金額でやるのか、こっちで

ある程度見積もっとってその金額でやらせるの

か、そこはどうなってるわけ。

○瀬戸長都市計画課長 予定価格につきまして

は、前期の予定価格をもとに算定をして定めて

おります。それに基づきまして、指定管理者の

ほうから、今言われる入札価格を応札していた

だくというような形になります。

○中野委員 採点結果の１位と２位の入札金額、

名前まではいいけど、どんな金額で出てる。

○瀬戸長都市計画課長 ２者応募がございます

けれども、みやざき公園協会が２億5,165万8,000

円、もう一者が２億4,740万円となっております。

○中野委員 どこまで何をするかの話で、いろ
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んなことを予定に入れれば高くなるし、どこま

で内容を見るかによって、高くてもいいよとい

う話にもなるし。例えば、きょうここで出てる

やつで採点結果の１位と２位、単価的に逆転し

てるのはどことどこですか。

○瀬戸長都市計画課長 都市計画課所管の指定

管理者で申しますと、今言いました18ページの

議案第23号の県立青島亜熱帯植物園、議案第25

号の西都原古墳群も逆転です。

○中野委員 何ぼぐらい違うの。

○瀬戸長都市計画課長 西都原古墳群につきま

しては、３カ年の合計提案額で110万円ほど違い

が出ております。

○中野委員 21ページは、１位と２位、幾らぐ

らい。

○瀬戸長都市計画課長 21ページにつきまして

は、馬原造園建設が低くなっております。

○中野委員 予定価格は幾ら。

○瀬戸長都市計画課長 応札価格が２億4,740万

円。

○中野委員 そしたら、これは予定価格とぴっ

たりだったということ。

○瀬戸長都市計画課長 22ページの指定管理料

につきましては、指定管理者さんからの提案額

の年割額と合計額を載せております。失礼いた

しました。馬原造園建設が２億4,740万円となっ

ておりまして、もう一者が２億5,165万8,000円

となっております。

○中野委員 馬原さんの金額は、発注元、皆さ

んのほうで考えた金額と一緒だったということ。

それよりか予定価格とかそういうのはなかった

わけ。

○瀬戸長都市計画課長 私どもが考えておりま

した基準価格は、馬原造園さんの応札価格より

も高く設定をしております。

○中野委員 何ぼぐらい。

○瀬戸長都市計画課長 約500万ぐらいです。

○中野委員 次からでいいですけど、これやっ

ぱり年度１回ぐらい、９月か、簡単な収支報告

の主なとこぐらいは丁寧に出してもらったほう

がいいのかな。じゃないと、これ見る限りは質

問せんと何もわからん。ただ、公平に出されて

金額はこれになりましたという言い方で─ぜ

ひそれでお願いします。

それと、もう一つ。15ページ。処分価格は平

米当たり幾ら。

○蓑方港湾課長 単価は、平方メートル当た

り6,700円です。

○中野委員 時価とすると、どんなですか。

○蓑方港湾課長 この金額は、鑑定評価をとり

まして、それを参考にして定めております。

○中野委員 わかりました。

もう一つ。14ページ。大手業者の場合は、ほ

とんど大きな金額変更が出てくるんだけど、最

終的な予定価格からして、90とか95％で落とし

て、その後、ケース・バイ・ケースで増額が出

たりしてきとる。例えば、14ページの残土処理、

運搬距離が22キロから25キロに変わって、その

分が2,300万円ふえたということ、これはどんな

計算すればこういう金額が出てくるんですか。

○大坪道路建設課長 運搬距離の単価といいま

すのは、いわゆる積算基準書に基づいて、運搬

距離が何キロから何キロの間であれば立米幾ら

ということになっておりますので、それを採用

して、これは３キロふえたことで、トータルが

２万3,000立米という大きな量ですので、2,300

万円ふえたということでございます。

○中野委員 そうすると、ここに書いてある残

土処理場への搬出が困難、これはどういう理由。

結局、最初の積算が甘かったという話になるわ
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けですか。

○大坪道路建設課長 当初設計におきましては、

森林組合の造成予定地への搬出を予定しており

ました。ただ、その後、森林組合の造成の時期

がちょっと早まったということがございまして、

いわゆる、受ける側と出すほうのタイミングが

ずれてしまったということで、ほかの残土処理

場を探さざるを得なかったという状況でござい

ます。

○中野委員 そんな説明をしてください。

○岩下委員長 ほかにはございませんか。

○新見委員 県住の指定管理者の選定でござい

ますが、28ページを見ると、採点結果が出てま

す。仕事の内容が公園関係と違うので一概には

言えないと思うんですけど、この点数の差が余

りにも開き過ぎているような感じがするんです

けど、これはこの宅建協会の内容がよかったの

か、逆に、この２位のほうがお話にならないぐ

らい悪かったのか、そこ辺の状況がもしわかれ

ば教えていただきたいと思います。

○森山建築住宅課長 採点結果でございますけ

れども、１位が500点満点の424点、２位が273点

ということで、基準点を300点にしとるんですけ

れども、これに達してなかったということでご

ざいます。

その理由としましては、選定委員会の内容を

見ますと、２位のほうは組織体制が不十分だと。

そして、連携して管理業務を行う団体ですとか、

あと企業とか、何十社かかかわりがあるという

ことで、一緒に管理をしていくという内容になっ

てるんですけれども、その関係とかかかわり方

が明示されていないと、そういうような内容で、

このように点数が低かったんじゃないかという

ふうに考えております。

○新見委員 そういった内容は、申し込んだ方

というか、団体か企業か知りませんが、ちゃん

と報告があって、次また機会があれば、そこ辺

を改善して再度挑戦できるというふうに、そう

いうシステムになってるんですか。

○森山建築住宅課長 公開、公表できるかとい

うことでございますけれども、実際は開示請求

があれば公開できるということになっておりま

して。採点された委員の方の名前は伏せてあり

ますけれども、それぞれの項目で何点をつけら

れたかというのは、開示請求されれば開示でき

るということでございます。

○岩下委員長 ほかにございますか。

○太田委員 関連して。27ページ、28ページの

件なんですが、特に28ページなんかの県民サー

ビスへの向上等というところでは、かかりつけ

病院のどうのこうのとか見守りカルテとか、そ

ういったサービスを本当にされてるんだなと

思って、この辺は本当によかったと思うんです

ね。

27ページでいえば、例えば下から５行目ぐら

いのところに、使用料の収納率等が書いてあり

ますが、指定管理にして収納率もこんなふうに

変わりましたよというのがあれば、参考に教え

てほしいんですが。

○森山建築住宅課長 家賃の徴収率のことで報

告いたしますと、指定管理者を導入する前の平

成17年度と平成25年度で比較して申しますと、

平成17年度は現年度分については徴収率が98.12

％でござましたけれども、昨年度は99.89％とい

うことで非常に高い徴収率となってございます。

○太田委員 わかりました。そういうところは

よかったですね。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○渡辺副委員長 確認なんですが、それぞれの

施設、指定管理ももう何度か目で、今回はいず
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れも応募団体は２団体という、こっちかこっち

かという競争のような構図になってますけど。

今までも大体２団体ぐらいしか手を挙げないも

のなのか、何回かやる中で修練されてきて、新

しいところが参入しづらいような状況になって

るのか、その傾向はいかがなんでしょうか。

○瀬戸長都市計画課長 公園で申しますと、例

えば県立青島亜熱帯植物園、宮崎県総合運動公

園は、今回が４期目の募集になりますが、１期

目から３者、２期目が４者、３期目が２者とい

うような状況でございます。

あと、県立平和台公園、宮崎県総合文化公園

も今回が４期目になるんですけれども、１期目

が５者、２期目が４者、３期目が２者といった

ような状況でございます。

あと、西都原古墳群を申しますと、１期目が

２者、２期目が４者、３期目が３者というよう

な状況でございます。

○森山建築住宅課長 県営住宅の指定管理で申

しますと、今回の指定管理は４回目でございま

すけれども、第１回目が４者、第２回目が１者、

第３回目が２者、そして今回が２者ということ

になっております。そして、県北のほうでもやっ

ておるんですけれども、県北は今、２期目をやっ

てるとこで、１期目が４者、２期目が１者とい

う状況でございます。

○渡辺副委員長 県住のほうだけで結構なんで

すが、今回外れたほうの会社というのは、基準

点にも満たないという話でしたけれども、４回

目の競争ということになりますが、今までも参

加していた経緯があるんでしょうか。もし差し

さわりがなければ教えていただきたいと思いま

す。

○森山建築住宅課長 今回、第２位だったとこ

ろは、前回応募されております。

○渡辺副委員長 結構です。

○岩下委員長 それでは、質疑はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、次に、報告事項に関

する説明を求めます。

○馴松道路保全課長 道路保全課であります。

道路の管理瑕疵にかかわる損害賠償額を定め

たことについて、地方自治法第180条第２項の規

定に基づき、御報告いたします。

委員会資料の29ページをお開きください。今

回の報告は、物損事故が２件であります。それ

ぞれの事故の内容について御説明申し上げます。

発生日、発生場所等につきましては、資料の

左側の欄に記載のとおりでございます。

１番目の落石事故につきましては、路上に落

ちていた落石に乗り上げ、車両のフロントサス

ペンション、燃料タンクなどを損傷したもので

あります。運転者に前方不注視の過失がありま

すので、４割の過失相殺を行っております。

２番目の落石事故につきましては、路上に落

ちていた落石に乗り上げ、車両のタイヤを損傷

したものであります。本件事故現場は見通しの

よい直線道路で、注意して走行すれば落石を回

避できるスペースがあったものの、落石に乗り

上げるまで気づかずに運転しており、運転手に

注意義務違反の過失がありますので、５割の過

失相殺を行っております。

損害賠償額は29万7,000円と6,912円になって

おり、全て道路賠償責任保険から支払われます。

説明は以上でありますが、引き続き、道路パ

トロールを徹底するなど、道路施設の安全確保

に努めてまいりたいと存じます。

道路保全課は以上であります。

○森山建築住宅課長 建築住宅課であります。
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委員会資料の30ページをお開きください。損

害賠償額を定めたことについて、地方自治法

第180条第２項の規定に基づき、報告いたします。

県営住宅の給水管接合部分破損による漏水事

故に伴う損害賠償であります。平成26年６月16

日に、日南市にあります県営瀬貝団地におきま

して漏水事故が発生いたしました。事故発生場

所は、住宅の１階の214号室ですが、直上階、２

階の部屋の床下にある給水管の接合部分が破損

しまして、１階の部屋の天井から漏水したため、

寝具、家電製品等に損害を与えたものでありま

す。

調査しました結果、給水管の接合部の劣化に

よるものでありまして、事故の責任は県のほう

にあると判断いたしまして、表に記載の相手方

と和解したものであります。

損害賠償の額は18万698円で、寝具等の買いか

え費用として支払ったところであります。

表の右端に専決年月日を記載しております。

専決年月日は10月14日でございます。

損害賠償額を定めたことについては以上でご

ざいます。

次に、31ページをごらんください。県営住宅

の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停につ

いて、地方自治法第180条第２項の規定に基づき、

報告いたします。

県営住宅の管理につきましては、入居の公平

性の観点から、管理の適正化・厳格化に努めて

いるところであります。特に、家賃の長期滞納

者等に対しましては、入居者の立場に立ったき

め細かい指導を行っているところですが、誠意

が見られない入居者に対しましては、明け渡し

訴訟等の法的措置を講じているところでありま

す。

今回は２件ありまして、表の上のほうが、高

額所得者に対する明渡請求及び損害賠償金等請

求の訴えの提起、２つ目が、明渡等請求事件に

おける和解についての報告であります。

まず、１番目の入居者でございます。この方

は高額所得者でありまして、公営住宅法施行令

に規定する金額を超える高額の収入があります

ことから、住宅の明け渡し義務がありまして、

再三、明け渡し指導を行ってまいりましたが、

退去の意思が見られないことから、宮崎県営住

宅の設置及び管理に関する条例第29条第１項の

規定に基づき、住宅の明け渡し請求を行いまし

た。しかしながら、期限までに住宅を明け渡さ

ないことから、※住宅の明け渡し請求、損害賠償

金等の請求の訴えを提起するものであります。

次に、２番目の入居者でございますが、家賃

を長期間滞納しておりましたので明け渡し請求

を行いましたところ、滞納している家賃を分割

納付する旨の申し出がありまして、やむを得な

いものとしまして、和解を行うものであります。

表の右端に専決年月日を記載しております。

いずれも、本年10月14日でございます。

建築住宅課は以上であります。

○岩下委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○中野委員 今31ページの訴えの提起、その請

求金額は幾らですか。そこまでちゃんと説明せ

んと。

○森山建築住宅課長 失礼いたしました。損害

賠償金としましては、ことしの７月から10月分

の38万7,200円でございます。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 参考に。これ弁護士料は何ぼかか

りますか。弁護士やなくて……。

○森山建築住宅課長 弁護士料でございましょ

※次ページに発言訂正あり



- 34 -

平成26年11月26日(水)

うか。

○中野委員 提訴する場合の費用。

○森山建築住宅課長 ※１万6,800円でございま

す。

○中野委員 わかりました。

○岩下委員長 よろしいですね。

○森山建築住宅課長 済みません、先ほどの損

害賠償金等の請求でございますけれども、金額

は今の金額でございますけれども、これは支払

われているということでございます。この表の

書き方といいますか、「明渡請求及び損害賠償金

等請求」という一つの形、様式ということになっ

ておりまして。この場合は明け渡し請求だけで

ございます。失礼しました。

○岩下委員長 31ページのところですか。

○森山建築住宅課長 31ページでございます。

○中野委員 請求というのはなかなか出らんか

ら、公に司法書士とか使って請求したのか、内

容証明とか簡単な、もうそれで終わったという

話なの、これ。38万円。

○森山建築住宅課長 31ページの訴えの提起の

ところでよろしいんでしょうか。

○中野委員 訴えの提起ってなっとるから、そ

れ請求して訴えたわけでしょう。その請求金額

は何ぼですかって聞いたら、38万円っていった

ら、38万円は入ってますっていうから、わから

んようになってきたわけよ。

○森山建築住宅課長 この損害賠償金といいま

すのは、明け渡し請求をして明け渡し期限を決

めるんですけれども、それ以降にも退去しなかっ

た場合には、家賃ではなくて、損賠賠償金とい

うことで請求しておりまして、これは毎月支払

われております。支払われておりますので、今

回は金額の請求はございません。明け渡しの請

求として訴えをするということでございます。

この表で、「明渡請求及び損害賠償金等請求」と

しておりますのは、この様式といいますか、書

式の書き方として、明渡請求だけではなくて「明

渡請求及び損害賠償金等請求」という一つの単

語ということで記載しております。わかりにく

くて大変申しわけございません。

○岩下委員長 結局、高額所得者だということ

で家賃は入ってるけれども、退去をお願いする

ということですね。

○森山建築住宅課長 そうです。

○中野委員 それで出ていかんから、法的に出

ていってくださいという、そういう手続を踏み

ますよという話ね。

○森山建築住宅課長 そうです。

○岩下委員長 それでは、ほかにございません

ね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○髙橋技術企画課長 技術企画課であります。

委員会資料の32ページをごらんください。地

域維持型契約に係る入札の実施について御説明

いたします。

まず、１の業務内容などであります。（１）の

対象業務としましては、道路巡視業務など４つ

を包括した業務としており、（２）の履行期間と

しましては、スタートとなる来年度は４月１日

からの１年間とし、その施行結果を検証して、

それ以降は複数年度を検討することとしており

ます。

次の（３）の実施地区数につきましては、右

の33ページの表１に詳細に記載しておりますが、

業務の規模や現在委託しております業者数を考

慮し、さらに業界の意向も十分勘案し、県内で17

※45ページに発言訂正あり
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地区について実施する予定であります。

なお、西臼杵支庁につきましては、除雪など

他の地域に見られない諸条件があることから、

現在検討中でございます。

次に、左側の32ページに戻っていただきまし

て、２の入札等の具体的内容についてでありま

す。

まず、（１）予定価格の算出につきましては、

先ほどの４つの業務ごとに１年間の業務見込み

量を踏まえまして積算を行い、それら業務ごと

の費用を合算することにより予定価格を算出い

たします。

具体的には、右側の33ページに図の１として、

積算の考え方を示しております。上段に現行、

下段に地域維持型契約の場合をお示ししており

ますが、変更点を御説明いたします。

矢印で引き出している狭い部分、小規模な緊

急維持工事につきましては、工事の規模などの

基準を明確にした上で地域維持業務で実施し、

諸経費についても一部見直すこととしておりま

す。このことにより、最下段に記載しておりま

すが、情報が共有できることにより迅速で緊急

な対応ができ、さらに、施設の異常を早期に発

見し、初期の段階で応急手当てが可能となり、

さらには、小規模工事の不調・不落も解消され、

早期の復旧が維持できるものと考えております。

左側のページに戻っていただきまして、中ほ

どの（２）最低制限価格であります。予定価格

のおおむね85％を設定することとしております。

続いて、（３）入札公告の内容であります。①

入札方式につきましては、意欲のある者が参加

できる条件つき一般競争入札とし、履行能力の

高さを評価できる総合評価落札方式の地域維持

型を採用することとしております。

次の②入札参加資格につきましては、地域維

持型建設共同企業体、事業協同組合及び遂行能

力が十分可能と認められる単体企業の入札参加

を認め、その資格を入札前に審査することとし

ております。

一番下の③総合評価に関する事項につきまし

ては、価格と履行能力を評価する総合評価落札

方式とし、その履行能力としては、サポート体

制など５項目で評価することとしております。

具体的には、34ページから35ページで御説明

いたします。34ページをお開きください。表２

は、入札参加資格の概要をお示ししております。

主な点について御説明いたします。

地域維持型建設共同企業体につきましては、

代表構成員を土木一式の特ＡまたはＡ級とし、

所在地は、営業所を含めて管内の建設業者とし、

さらに、履行実績は、代表構成員については過

去５年間に地域維持事業の実績があるなどとし

ております。

また、真ん中の事業協同組合につきましては、

それ自体が格付されており、土木一式工事の認

定を受けていること、管内に主たる営業所を持

つこと、組合員のいずれかが過去５年間に地域

維持事業の実績があることとしております。

さらに、単体企業につきましては、特Ａまた

はＡ級の土木一式工事の認定を受けていること、

管内に主たる営業所があること、過去５年間に

実績があることとしております。

そのほか共通事項といたしまして、配置技術

者や労務者数を確保する履行体制の確保の基準

を定めております。さらに、同一入札の参加制

限としまして、一の建設業者は異なる参加形態

を利用して同一の入札に参加することはできな

いこととしております。

35ページをごらんください。表３が、今回採

用する総合評価落札方式（地域維持型）の内容
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であります。具体的には、表の一番左端の列で

ありますが、評価項目を、サポート体制、過去

の実績、地域精通度、防災協定、機械の保有の

５項目とし、右欄にありますように、全体は100

点満点とし、業務の性格上、地域精通度に最も

ウエートを置き、配点を30点としております。

なお、表の中にアンダーラインを入れた丸印

がございますが、これについては地区ごとにば

らつきがございますので、実情を踏まえ、地区

ごとに柔軟に数値を設定してまいりたいと思い

ます。

表の下の評価値の算出についてでありますが、

価格評価点を70点満点とし、履行能力点を30点

満点に換算することによりまして、その和を評

価値とし、その評価値が一番高いものを落札者

として決定することになります。

報告については以上でありますが、今後、年

度末の入札公告に向けまして、さらに細部を詰

めて作業を進めてまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

○岩下委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終了いたしました。

その他報告事項について質疑はありませんか。

○宮原委員 この前もちょっといろいろ話をさ

せてもらったんですけど、この道路パトロール

とかこういったものは、赤字になってしまうの

で、なかなかとりたくはないんだけど、総合評

価の中での点数加算があるので、これをとっと

かないと、今度は総合評価の仕事をとるときに、

それが大いに役に立つというような話もさして

いただいたんですけど。実際、今回のこの形に

なったときには、そういう企業側が赤字になる

ようなことはないのかというのをまず最初にお

聞かせをいただきたいと思います。

○馴松道路保全課長 従来から赤字になるよう

に計上していたつもりはございませんけど、今

回、包括契約ということで新たな積算体系で見

直しを行うものです。今回は、一般的な建設工

事です。その中で、うちでいうと道路維持工事

になるんですけど、その一般的な建設工事と同

じ諸経費を採用しようかなということで今考え

ております。そういうことで、そういう福利厚

生費とか通信交通費とか、そういったものも対

応できるものというふうに考えています。

○宮原委員 この契約制度には、現場管理費と

いうのは、この図１の中のどこに入っているん

でしょう。

○髙橋技術企画課長 現場管理費等につきまし

て、33ページの図１の現行でいいますと、維持

管理業務の諸経費の欄がございます。それが、

下のほうの地域維持型契約では、諸経費の欄が

若干ふえているところに含まれているものと考

えております。

○宮原委員 「含まれているものと考えており

ます」ということだと、含まれているのか含ま

れてないか……。この考え方というのが、例え

ば、国がこういう形でということをお示しがあっ

てなってるんであれば、そういう考え方もでき

るんでしょうけど、県としてはどうなんでしょ

うか。

○髙橋技術企画課長 積算の方法につきまして

は、従来からの県単費で算出しておりまして、

県費の場合は、県の独自の積算方法として積み

上げているものであります。

○坂元県土整備部次長（道路･河川･港湾担当）

お尋ねの現場管理費については、この諸経費の

中に含まれております。

○宮原委員 いろいろ非常にいいものをつくっ

てもらってるんだけど、どこの業界も皆さん心

配してる部分があるもんですから、そういうの
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を聞かせていただいての質問ですので、よろし

くお願いします。こういういい形をつくってい

ただいて、やっぱり最低制限価格にすると、お

おむね85％。85％ということは、満額に対して15

％は下手すると完全に切ってしまうということ

になると思うんですよ。そうしたときに、先ほ

ど言ったように赤字になりませんかという部分

もある。

やり方としてこういう方向でいきますという

ことだから、どうこう言うつもりはないんです

けど、できれば満額なら満額というところで、

いい提案をされた方が、いい仕事をしていただ

いて、という形が好ましいんではないかと思っ

てるわけで。15％を切ることは経費の節減にな

りますけど、地域の経済の活性化とか業界の育

成ということを考えると、100％でいい提案をさ

れた形のほうがいいのかなというのが私どもの

考えなんです。そこがあるので、今度は85％と

いうところで競争していかなければならないと

したときに、今後、不調・不落が起きる可能性

はないのかなというのも心配するんですけど、

そのあたりについてはどういう考えをお持ちで

しょうか。

○髙橋技術企画課長 きょうお示ししておりま

す入札参加資格の概要及び総合評価の内容につ

きましては、事前にあらわして、内容を理解し

ていただくということを考えております。

また、これまでも、数度となく、建設業の主

要団体と意見交換をさせていただいております

ので、我々の意図は理解していただいていると

思っております。

○宮原委員 仮に、本当にこの不調・不落になっ

て、道路パトロールもすぐ動かないかんと思う

んですけど、万が一そうなった場合、そうした

場合の対応というのはどうされますか。

○髙橋技術企画課長 きょうの資料の実施地区

において、まずは考えておるんですが、もし仮

に、この包括した地域維持型契約が結べなかっ

た場合には、即、従来の路線ごとの単価契約と

いうふうに切りかえたいと思っております。

○宮原委員 あと、この表を見たときに、小規

模な緊急維持工事がどちらにも入ってるんです

けど、こういったものというのは、最初契約し

た段階のときにこれも含まれて契約をされてお

ると思うんですけど、それが全くそういう工事

がなかったとした場合は、この金額というのは

どうなるんですか。そのまま、その受けたとこ

ろのものになるのか。

○髙橋技術企画課長 当初契約では、過去３年

間の実績等を見まして数量等についても契約す

るんですが、年度途中においてその数量等を変

更すれば、変更契約に基づきまして金額を変更

するということになりますので、もし仮に、小

規模等の緊急維持工事がなかった場合は、その

分は減額というふうになると。

○宮原委員 今言われた部分は、大方ある程度、

このぐらいはというのは見積もってあるという

ことですよね。だから、その部分がなかった場

合は減額ということでいいんですね。わかりま

した、いいでしょう。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 これ、私なりに、私が土木事業者

としたら、どげするかなと考えた。まず、履行

期間、当初は１年間の契約ですよね。

○髙橋技術企画課長 来年度は１年間としたい

と思います。

○中野委員 １年間でこれを受けた人の最初の

投資、パトロール用の車も買わんといかんでしょ

う。そういうのは何ぼぐらい見とるわけですか。

○髙橋技術企画課長 今おっしゃったのは道路
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巡視に係る車の経費の話だろうと思うんですけ

ど、従来からも、道路巡視について１年間契約

でやらしていただいているところですので、そ

の中に含まれている損料とか、その辺は１年間

の損料ということで契約させていただいている

ところです。

○中野委員 パトロールやめて、そのまま置い

てるところもあるし、巡視用の車は中古で買う

か、どっちみち準備せんといかんわけでしょう。

それを何ぼで見るか。１年間とった人が、また

次とれればいいけど、１年間のその車両という

のは、経費の中で１年間で割るわけで、あとは

どうなるか。

それと、例えばパトロールに乗る人、巡視す

る人、今まで見ると大体２人乗ってるんですよ

ね。これは何人予定しておるんですか。

○髙橋技術企画課長 現在もそうですが、来年

度についても３名を予定しております。

○中野委員 ３名っていうと、かなり車でも大

きいよね、２トンぐらいとか。まあ、いいです

よ。乗る人の資格要件とか経験要件とかはどう

なる。

○髙橋技術企画課長 主任技術者の資格を持っ

ているか、または、こういう地域維持事業の実

績を持っている方ということでさせていただい

てます。

○馴松道路保全課長 基本的には、１人は、こ

れまでに道路巡視を経験したことがある人に

乗っていただくというふうに考えてます。現在、

それでやってます。

○中野委員 例えば、国富の土木事務所を考え

た場合、そういう経験の人が何人おるか、大体

わかるかな。巡視パトロールに乗った経験のあ

る人を雇うとなれば、みんな、もう今やめたり

とか、人数なんかもかなり少なくなってるよ。

過去に巡視パトロールをとったところもあるけ

ど、その中に乗った人がおればいいわね。過去

に経験がある人という要件が中に入ってくれば、

ある程度、よそから借りたりせんかな。そんな

要件の人ってどれぐらい。そこ辺まで調べてあ

る。

○馴松道路保全課長 地区ごとに何名いらっ

しゃるというデータは今とっておりませんけど、

基本的には、この地域維持型契約の中で県が求

める現場での主任者というのは、大きなハード

ルにはしないように設定していきたいと考えて

ます。

○中野委員 出すほうはそういうことかもしれ

んけど、今、業者というのは職員も最小限でやっ

てるから、そこの技術者の資格を持ってる人を

この１年のために乗せるとか、そんな話ってあ

るとかなと俺は思うとやけど。

○馴松道路保全課長 道路巡視に乗せる技術者

については、一人は必ず、建設業従事経験者を

入れるということになってます。

○中野委員 あと２人は、土木も未経験者でも

いいということやな。

○馴松道路保全課長 委員が言われるように、

そうです。あと残りの２人については未経験者

でも構わないということになります。

○中野委員 そうなると、１年だから、業者と

してはそのためにわざわざ１人雇用するかな。

これが10年あれば新しい社員でもとるけど。契

約社員とか派遣社員でもいいということやね、

１人だけ従事経験者がおれば。

○馴松道路保全課長 委員が言われるように、

そうなると思います。

○中野委員 この間、１年というのが問題になっ

て、ほかのところは大体２年契約でできますけ

ど、１カ所ぐらいが１年契約になるかなという
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説明になって、今度はトータルで何でこれが１

年契約になったわけ。この間の説明はそうだっ

たよな。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

来年度１年間というのが、今回新しい制度とい

うことで、まず、試行的にやりたいということ

で考えてます。その結果をもって、基本的に包

括契約の中の複数年度契約を目指したいと考え

てます。この事業そのものが、その地域の業者

さんの中で担い手を育てるとか、そういう観点

もございます。一つ目標として、複数年度とい

うのを持ってますので、今回１年間だけ、まず

は試行的にやらせていただきたいという意味で、

１年間でございます。

○中野委員 それと、さっき宮原委員からもあっ

たけど、この１年間の契約期間の中に、軽微な

工事、修理を入れとって、なかった場合は、そ

れは出すとか。軽微な工事というのは、この

間、30万円ぐらいとかいう話かな。それだった

ら、後からなかったら吸い上げる、足らんかっ

たら入れるとか、そんな契約というのは─逆

にその分、取り除いた分で契約すればいいんじゃ

ないの。

前、執行部は、パトロールは軽微な工事はし

ませんっていう答えだったよな。そうやったよ。

工事というか、小さい軽微な、ちょっと舗装し

たり、今までそういうのもやっとったわけ。軽

微な工事をするためには、別に予算を入れる。

そうすると、この１年間の契約で、３人乗っとっ

て、結局、見て回るわけでしょう。それで、何

かあったときは、どこまでそこが工事をするか

という話はどうなる。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

今回、道路巡視業務と道路巡回パトロール業務

というのが入ってますけど、巡視業務というの

が一般的に、毎日回って、その中でちょっとし

た補修程度は今もやってます。それプラス、

ちょっと土を盛らないかんよとかそういう話が

あると、今までは道路巡回パトロール業務とは

別個に契約した業者さんが行って、そこがやっ

ていた。今回はそれを一緒にすることによって、

巡視業務で異常を見つけたとき、３人の方がや

れる範囲のものはそこでもやるかもしれないけ

れども、そのときに重機が必要であるというこ

とになれば、別途の班が編制されてますので、

そちらのほうに連絡して、そちらのほうで機械

等あるいはダンプトラックを持ってきたりして

やってもらって、その経費をまた払っていくと

いうことになります。

今回、小規模な部分も含めたいということで、

これは一つに、こういう体制が整うことで速や

かに対応ができることになれば、できるだけ軽

微な損傷のうちに早く直すということが─し

ばらく放置されたまま時間がたったために大き

な損傷とならないようにもなるということも

あって、今回はその小規模な部分を一部入れて

いくと。ただ、割合的にはそんなに大きくはな

いのかなと思ってます。委員がおっしゃられる

ように、最初に入れずに後でという方法もある

かもしれませんけれども、これぐらいの一定の

大きな枠で年間考えてますということを示した

いということで、当初から一部計上させていた

だけたらということで、今、関係業界とも意見

交換をさせていただいているところでございま

す。

○中野委員 それと、今でもやっぱり業者は本

当に90％ぎりぎりぐらいで。皆さん、業者はも

うかっとると思っとるかもしれんけど、本当そ

ういう要望ばっかりですよ。普通の一般は90か

ら95％。これを85％にした根拠というのは何で
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すか。

○大田原県土整備部長 お手元の資料の35ペー

ジをお願いいたします。この一番下に、評価値

の算出という計算式が出ております。今、総合

評価をやっておりますが、これは、この地域維

持型にちょっと特化したやり方です。今までで

すと、一般競争にしても、最低制限価格より上

であれば、お金の一番安いところが来てたんで

すが。これは、この価格評価点が70点、そして

履行能力点が30点ということで、かなり価格の

点を甘くといいますか、高い価格でも対応でき

るようにしております。というのは、それだけ

しっかりした履行能力があるかどうか、ちゃん

とパトロールなんかもできるかどうかというほ

うに重点を置いたもんですから、今回はちょっ

と今までと違うやり方で決定をしようかという

ことで考えております。これでいろんなシミュ

レーションをやったところです。これでいけば、

恐らく、この最低制限とかではなくても大丈夫

ではないかなと判断をしているところです。こ

れが１点目。

それと、いろんな補足説明をさせていただき

たいんですが、先ほども宮原委員からも万が一

のときの不調・不落の話がありましたが、私た

ちはそれがないように、今からもまだ時間があ

りますので、いろんな意見交換をやります。そ

の中での不安を解消したりとか、こういうやり

方でするんですよというのをしっかり説明して

いって、この地域維持型については不調・不落

が絶対発生しないように、そういう体制といい

ますか、意気込みで取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

それと、先ほど中野委員、宮原委員も言われ

ました小規模な工事といいますか、それが発生

しなかった場合とか、これは先ほどから説明し

ておりますが、今までの平均でとっております。

ということは、今のところは災害がちょっと少

ないもんですから、逆に、多く出てくる可能性

もあるということです。そうなれば、そこは当

然ながら変更対応しますので、今度は額がふえ

る場面、そういう場面も出てくるということで、

そこはちょっと柔軟な対応といいますか─私

たちが一番望んでますのは、やはり住民が安心

して暮らせる、道路を通れる。そのためには少

しでも早く変状箇所を見つけて大きくならない

うちに手を打って、また、抜本的には予算を獲

得してからする。早目にそういう悪い箇所を見

つけるのもこの地域維持型の大きな役目であり

ますので、そこらのところをまたいろいろ今後

とも検証を含めやっていきたいというふうに考

えているところです。

○中野委員 軽微な工事の分については、予定

価格とは別途、何百万円というのを出す。予定

価格の中に入れるわけではないですよね。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

基本的には１年間でやる業務を想定してますの

で、その価格の中に入れるというふうに考えて

おります。

○中野委員 別途30万円の工事が５回起こると

いう想定の中で─何回で想定するかわからん

けど、それも入れて入札する。これは固定費の

部分やわね。工事費としては、パトロールとは

別の金額だから。何回かあるかわからんような

話で、それは別に入札やるべきでは。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

巡視業務は年間ということで、年間金額二千万

円程度ということで、これまでもやってきてる

ということです。

道路巡回パトロール業務あるいは河川海岸緊

急メンテナンス事業、これについては現在、単
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価契約でやっております。例えば、ちょっとし

た補修をやるのに人が２人要りました。１人当

たり幾らですからということで、その対価をお

支払いする。その都度その都度払ってるという

ことです。

今回のこの制度をどうしていくかという中で、

毎日回る部分については今までどおり、まずは

二千何百万円かということでお見せして、それ

で価格を設定できるなと。それ以外のパトロー

ル業務だとか河川海岸緊急メンテナンスは、今

度、単価単価でやると、結局、その単価の積み

上げだけで、数量は１時間当たりとかになって

しまいますので、１年間どれぐらいかがなかな

か見えないという御意見等もありました。そう

いう中で想定という部分になりますけれども、

例えば３カ年の中で、それぞれの地域で、ほぼ

これぐらいの業務量がありますよということを

想定して、大体ダンプだったら何台、何日間動

いたとか、そういうものを想定して、それを積

み上げて全体の金額を出そうと。その中の一部

に小規模工事も同じような考え方で入れていき

たいということで、今回、全てを年間どれぐら

い予定してます、これぐらいの工事量を予定し

ますということを見せた形で入札執行していき

たいというふうに考えている、そういう状況で

ございます。

○中野委員 くどいようだけど、例えば道路パ

トロールを年間1,000万円と考えとって、その中

に30万円の軽微な工事を５回なら５回、150万円

と想定する。想定した金額も入れたやつで入札

をかけるわけでしょう。そうすると、相手方に

は、年間30万円の工事がどれぐらい入ってます

よと言わん限り─自分たちの経費以外にそん

なのがわからんで、ぼんぼん出てきたら計算が

できんようになる。

○東県土整備部次長（都市計画・建築担当）

入札をするときの数量、それぞれこれぐらいの

ダンプ要りますよとかいう数量は全て示します。

それに基づいて積算をしていただくということ

になりますので、どのぐらいやるかどうかがわ

からないということではなくて、私どもが考え

ている、これぐらいの業務をするために人がど

れぐらい要るとか、あるいは、これぐらいのダ

ンプが必要、あるいは機械をこういうふうに動

かさないといけない、そういう数量は設計書の

中でわかるようにお示しすることになってます。

○中野委員 要は、私が言いたいのは、パトロ

ール料金と別途、軽微な工事を見込むでしょう。

例えば、年間５回予定しとって、３回しかなかっ

たときは２回は返してもらうという話やったで

しょう。５回予定したのが６回あったのは、そ

の後やると言ったです。この金額は固定してる

わけやわ。これを85％とか一緒に入れて見ると

いうのは不自然じゃないかな。これだけが固定

工事量があって、これはなかったときには返し

ますよ、もらいますよという話があって、ここ

から先がいわゆる努力目標の部分やわね。これ

の85％ならわかるけど、ここまで入れて85％で

入札をするというのは、俺、それは意味がない

と思うな。

○馴松道路保全課長 通常の一般的な建設工事

というのは、設計図書があって、それに基づい

て構造物をつくっていただく、橋とかつくって

いただく。そういうのが一般的な建設工事です。

今回説明してます、この道路パト及び応急維持

工事というやつは緊急時の対応ということで、

役務費とかを提供してもらってる業務です。設

計書の中に、例えば何か橋をつくりなさいとか

擁壁をつくりなさい、そういった設計書の数量

は出てこないんです。そういうことで５回が３
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回になるとかはありますけど……。

○中野委員 ５回予定しとったのが３回しかな

かったときは２回分は返してもらいます、５回

予定しちょった分が７回あった分は追加して金

をあげますって説明しとる。

○馴松道路保全課長 実際やっていただいた業

務に対してお支払いするという仕組みですので、

そういうふうになります。

○中野委員 1,000万円の契約した中に、そうい

う工事が500万円あったとするよ。あと500万円

を85％で計算するならいいよ。1,000万円の85％

で計算するのと、この500万円は固定やから、な

かった場合は返さないかん、足りん場合はもら

わんといかんのやから。そんな入札方法ってあ

るもんね。一方は、そういう固定費で、一方は、

努力できて安くで中古車20万円を買えば済む話。

そんな話じゃないもん。部長、そんなのは納得

できん。

○大田原県土整備部長 再度の繰り返しになり

ますが、この前、中野委員が、この維持型でさ

せるのと、別途、維持工事としてさせるのとの

基準はあるのかという質問されて、こちらのほ

うは、あやふやなといいますか、明確な基準は

ないというような答弁をさせていただいたかと

思います。

今回、この地域維持型を試行するに当たって

は、その基準をちょっとつくろうかなというこ

とを考えております。ですので、今、中野委員

が言われた100万円でも200万円でもこの中に入

れ込むのかという基準。例えば崩土があったと

します。100立米ぐらいの崩土が来て、これは例

えば、１日でその作業で通れるようになるとか

いうときは、この維持型の中でやらせて。例え

ば、これが1,000立米とか大きな崩土が来て、数

日はとめないといけない場合は、別途入札で工

事を発注することになるかと思います。そこを

どういう線引きをするのかというのは、今ちょっ

と検討をやってるところですので、細かい数字

等は今後示したいというふうに考えているとこ

ろです。

○中野委員 入札で落とす場合は、その工事す

る分というのはパーセントじゃないわ。それは

実費で、それを外して85でやるというなら理解

できるけど、その工事費も入れた固定費、くど

いようやけど、宮原委員が質問したときに、予

定しとった分がなかった分は返してもらいます、

そんな話やったやろ。それがおかしいと俺は言っ

とる。それを85％の中で入れた場合は、500万円

予定しとった分を85％で落ちとるわけよ。そん

な話ってあろうか。もうちょっと考えんとだめ

よ。

○大田原県土整備部長 またちょっといろいろ

検討は加えますが、今、この最低制限価格の85

％というのがちょっと先行しておりますが、こ

の金額というのは、あくまで、私たちが今、委

託で最低制限価格を示しているのであって。今

回、この地域維持型については、何者応札して

くるかちょっとまだわかりませんが、今、この

中で想定していますのは、この地域維持型の共

同企業体とか事業協同組合、単体はちょっと少

ないんじゃないかなというふうな予想をしてる

ところです。ということは、先ほどの資格を持っ

た人云々にさかのぼりますけど、ＪＶであれ共

同企業体であれ多くの会社が参加できますので、

そういう技術者の人たちはそれぞれ対応できる。

それと、車についても、今やってるところがＪ

Ｖとかを組めばその車が生かされますので、新

規に参入してくるからいろんな経費が必要に

なってくるとか、そこらも全くゼロではないん

ですが、ある程度いい方向でいくんではないか
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なというふうに予想してるところです。

○中野委員 最後。ＪＶという言葉が出るけど、

今のＪＶだって、元がもうかって、下は名前を

出しとるぐらいのもの。これぐらいのパトロー

ルをＪＶですると、給料で雇っとる人間をその

都度その都度出したりしてやった場合に、どう

分けるかという話で。もうちょっと検討してく

ださい。俺は本当これはわからん。

○岩下委員長 それではよろしいでしょうか。

それでは、その他報告事項に関することに関

しましては、これで終わらせていただきます。

そのほかで何かありませんか。

○宮原委員 勉強のためにいろいろ聞かせても

らいますが、今度、改正品確法ということでい

ろいろ改正されてる。その中にこの地域維持型

契約という形も入ってるということになると思

うんですが。この予定価格というのは、いろん

な歩掛かりとかそういう形があって積算されて

いくんだと思うんですが、この歩掛かりという

のは、完全に国交省が決めたものに準じてやっ

てるということでいいんですかね。

○髙橋技術企画課長 おっしゃるとおり、国交

省の標準歩掛かりというのが出されておりまし

て、ほとんどがそれに準じた形で県も採用して

るということです。

○宮原委員 現場と歩掛かりで計算したときに、

人員の配置なりそういったものが、これじゃど

う見ても無理だよねという場合は、その数値は

変えられるんですか。

○髙橋技術企画課長 国が示しております標準

歩掛かりに適用範囲というのがございまして、

例えば平米数が100平米から1,000平米までこれ

を使っていいよとか。そういう適用外の範囲で

ありますと、見積もりをとるなどしてその歩掛

かりを使用せずに、その現場に合わせた積算に

なると思います。

○宮原委員 長期の工事になると、いろいろ原

材料なんかも値段の変動があったりして、その

調整を図ったこともありましたよね。極端に燃

料が上がったり下がったり、そういったのは、

今後も調整する可能性はあるんですか。

○髙橋技術企画課長 おっしゃられるように、

長期になりますトンネルとか橋梁とか、そうい

う何年もかかるやつの中で、例えば、この間か

ら労務費が上がっておりますが、そういうとき

に物価スライドとか労務費のスライドとか、契

約の途中で変更契約をして増額するというのは

今までもありましたし、今後もあろうかと思っ

てます。

○宮原委員 今度は仕事の工期です。天気のい

いときもあれば悪いときもある。いろいろやむ

を得ないときには事故繰越という話もこの前も

教えてもらって、そういうことが実際、緊急経

済対策の中でありましたよね。業者さんは工期

の中でやらないかんということで努力をされる

と思うんですけど、この工期設定というのは、

天候なりそういったものはあんまり考えなくて

設定がしてあるんですか。

○髙橋技術企画課長 工期についてですけど、

当初契約するときに、公告をするときに工期を

公表いたします。その工期につきまして、過去

の実績等を踏まえた標準工期というのを設定し

ておりまして、その中で契約していただくとい

うふうにしております。ただ、これが、委員が

おっしゃるように、天候とか災害とかというこ

とで、どうしても工期の中におさまらないとい

うときは、協議のもとに工期を延ばすという措

置も多々しているところであります。

○宮原委員 あと、今度のこの改正の中で、工

事が不調になったり不落になった場合は、見積
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もりをとって、特殊な工事についてはそれを反

映することができるということが加わってると

いうふうにも聞いたんですけど、これは実際そ

ういうことでいいんですか。

○髙橋技術企画課長 そういうふうに解釈して

おりますが、先ほどもちょっと申し上げたとお

り、標準歩掛かりが公表されておりまして、そ

れの適用範囲に入る分についてはそれを利用す

ると。それに当てはまらない部分については、

見積もり等をとって参考にして予定価格をうち

のほうで算出するということになります。

○宮原委員 課長が今言われた分で入らない部

分、ちょっとそこの言い方が私は詳しくはわか

らないんだけど、例えば、不調・不落になりま

したとしたときに、歩掛かりとかそういったも

のとは違って、今度は見積もりをとるわけだか

ら、当然その数値が動いてくるというふうに思

うんですけど、その整合性というのはどういう

ふうに考えたらいいのかなと思うんですが。

○髙橋技術企画課長 よくあるのが、山岳部の

非常に山奥の工事で大きい重機も行けないよう

な現場。そういうときにどうするかといいます

と、例えば標準歩掛かりでは21トンブルドーザ

ーとか0.6のバックホーとかですけど、そういう

のを持っていけないとなりますと、もっと小さ

い規格のものを持っていくしかないということ

になります。そういう現場条件に合わせたきめ

細やかな設計をすると同時に、どうしてもそれ

が発注者のほうで現場条件あるいは仕様がよく

わからないといった場合には、業者さんから見

積もりをとって積算に生かしていくというふう

になると思います。

○宮原委員 言われるとおりだと思うんです。

やっぱり相談を受けるんですよ。10トン車が行

かない、２トン車しか行けないと。ユンボもそ

んな大きなのは行けないで、小っちゃいのしか

行けない。だけど、それでとったんだから、そ

れでやってくれというような話になると、やっ

ぱり業者としては、現場を見たら、とてもとて

もできないと言われるわけですよ。だから、そ

のあたりはその現場現場に応じた形で、業界を

いじめてるわけではないので、やっぱり適正な

工事をしていただくために適正な予定価格が出

るようにしていただけるといいなと思います。

工事はとりたいんだけど、とてもそれでは10ト

ンが入らないとか、そういうところ、よく話を

聞くので、その部分についてはひとつよろしく

お願いをしておきたいなと思います。

○岩下委員長 そのほかにございませんか。

○中野委員 ちょっと一つ勉強したいんだけど、

今、広島の災害があって、結構、国富も田舎な

もんだから、お呼びがあって行ったりすると、

急傾斜何とか指定とか打ってあるわけ。そのそ

ばに家があって、上がまた谷間になって。急傾

斜工事ですると、下のほうが４軒とか５軒とか

規定があるし、あるとこに行くと、そういうと

こで２メーターぐらいの擁壁というのかな、あ

れがついて一軒家が２軒とか並んだとこでもで

きてるとこがあるんだけど。急傾斜で国の補助

金でやる場合、県単でやる場合の要件はどんげ

なってたですか。ちょっと参考に。

○土屋砂防課長 今、御質問のありました急傾

斜でございますけれども、国土交通省所管にな

りますと、急傾斜地対策ということで急傾斜地

という表現をしております。崖崩れ、崖の対策

につきましては、それ以外にも治山事業ですと

か他の事業もございまして、そういった事業に

なりますと、また名称が変わってきますけれど

も、山地だとかそういった名称がつくかと思わ

れます。急傾斜地は、国土交通省の所管の崖の

平成26年11月26日(水)
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対策事業で実施してるとこでございます。

○中野委員 そういう工事もいろいろ要件が

あったりするけど、あるところは２メートルぐ

らいの擁壁ができとるから、そういうところは

例えば林務の事業とか、農政はないわな、土木

事業でやれるわけかね。

○土屋砂防課長 急傾斜地崩壊対策事業の採択

の条件がどういうものかという……。

○中野委員 もういいや、後で。みんなに迷惑

かける。

○岩下委員長 後でお話しするということだそ

うです。ほかにございませんか。

○森山建築住宅課長 大変済みません。先ほど

お答えしたことで、数字の訂正を一つお願いい

たします。

委員会資料の31ページの県営住宅の訴えの提

起のところでございますが、中野委員から弁護

士費用のことをお尋ねいただきました。訴えの

提起で、まず、弁護士の着手金としましては８

万6,400円でございます。そして、裁判後に謝金

として同額の８万6,400円をお支払いして、合

計17万2,800円ということでございます。

以上でございます。大変失礼しました。

○岩下委員長 よろしいでしょうか。ほかにご

ざいませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 以上をもって県土整備部を終了

いたします。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時27分休憩

午後２時31分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてでございますが、委員会

日程の最終日に行うこととなっておりますので、

あす、行いたいと思います。開会時刻は１時30

分としたいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 以上で本日の委員会を終了いた

します。

午後２時32分散会

平成26年11月26日(水)
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午後１時31分再開

出席委員（８人）

委 員 長 岩 下 斌 彦

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 中 野 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第２号、第４号、第８号から第10

号、第22号から26号、第34号について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号ほか11件については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第58号「カジノ合法化に反対し宮崎県に

誘致しない決議を求める請願」の取り扱いはい

かがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第58号を継続審査とすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○岩下委員長 挙手少数。よって、請願第58号

を継続審査とすることは否決されました。

ただいま継続審査とすることは否決されまし

たので、これからは、採択または不採択のいず

れかをお諮りすることになります。

太田委員、新見委員、渡辺委員にお聞きいた

しますが、これからすぐ採決してよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、請願第58号の賛否を

お諮りいたします。

なお、態度保留の場合は、退席したものとみ

なしますので、御了承ください。

〔渡辺副委員長、太田委員、新見委員退席〕

請願第58号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○岩下委員長 挙手なし。

それでは、念のため反対採決を行います。請

願第58号について、不採択とすることに賛成の

方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○岩下委員長 挙手全員。よって、請願第58号

は不採択とすることに決定いたしました。

〔渡辺副委員長、太田委員、新見委員着席〕

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

平成26年11月27日(木)



- 47 -

平成26年11月27日(木)

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望などは

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時36分休憩

午後１時50分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

お諮りいたします。委員長報告につきまして

は、正副委員長に御一任いただくことで御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。商工観光振興対策及び土木行政の推進

に関する調査につきましては、閉会中の継続審

査としたいと思いますが、御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時51分休憩

午後１時59分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

次に、１月29日の閉会中の委員会につきまし

ては、執行部からの説明を受けるということで、

委員会を開催することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後２時０分閉会


